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私たちのまちあきる野市は、自然豊かな大地と歴史の魅力が各地にあふれ、そして

地域に暮らす市民が活気に満ちている都市です。その根源にあるものが市民一人ひと

りの健康であることは言うまでもありません。 

平成７年に市が誕生して以来、「人と緑の新創造都市」をスローガンに、住み良い

健康なまちづくりをスタートしました。その後、平成１９年に策定された「めざせ健

康あきる野２１」によって、「ふれあい いきがい 元気なまち」をめざす姿に掲げ、

市民・関係団体・行政が協働をキーワードに力を集結して取り組んできました。健康

づくり市民推進委員会は２０年の歴史を刻み市民に身近な健康づくり活動を、そして

２１推進会議では市民がボランティアとなってまちの健康づくりに参画してきました。

このように、市民が主役となって取り組んできたことで、広く健康づくりの輪が浸透

し大きな成果につながったと実感しています。 

一方、時代は第二次大戦から一世紀近くがたち、戦後の困難を多くの先人の努力に

より乗り越え、昔では考えられないほど現代の暮らしは豊かになりました。食生活・

運動習慣、睡眠等私たちの日常生活は大きく変わり、豊かな暮らしゆえに健康を維持

するための努力が必要とも言える時代にもなりました。 

このような情勢の中、これからの明るい未来を描くためには、健康の価値をあらた

め、ますます健康づくりに積極的に取り組む必要があると心強く思うところです。 

本計画において、今後１０年間をどう市民や関係機関の皆さんと取り組むのか、健

康づくりの方向性や具体的な取組をまとめました。どうぞこれからも、「ふれあい い

きがい 元気なまち」の実現に向け、皆様のご参加とご理解をお願い申し上げます。 

結びに、計画策定のあたり、策定検討委員や関係団体の皆様、アンケートにご回答

いただきました市民の皆様に、心から感謝いたします。 

 

 

 

               平成３０年３月  

あきる野市長 澤井 敏和 

  

写真 

あいさつ文掲載 
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 計画策定の背景 

国・東京都の取組 

日本は世界の中でも平均寿命が年々伸び、長寿国となりました。一方で少子高齢化

が急速に進み、生活習慣病や子育て支援、介護が社会問題となっています。その情勢

を踏まえた健康づくりに関する法整備や計画策定がされてきました。 

国では、平成１４年に健康増進法を制定し、翌年に『２１世紀における国民健康づ

くり運動（健康日本２１）』をスタートし、平成２５年からの『２１世紀における国民

健康づくり運動（健康日本２１（第２次））』において、「すべての国民が共に支え合い、

健康で幸せに暮らす社会」を目指した新しい基本方針を示しています。がん対策につ

いては、平成１９年にがん対策基本法が施行され、平成２４年から『第２期がん対策

推進基本計画』に基づいたがん撲滅の取組が進められています。母子保健分野におい

ては、平成１３年から『健やか親子２１』がスタートし、平成２７年から『健やか親

子２１（第二次）』の取組が進められています。食の分野では、平成１７年に制定され

た食育基本法に基づいて、平成２８年度からは『第３次食育推進基本計画』による食

育の取組がスタートしています。 

東京都では、平成１３年１０月に『東京都健康推進プラン２１』がスタートし、平

成２５年から「東京都健康推進プラン２１（第二次）」において、「どこに住んでも、

生涯にわたり健やかに暮らせる社会の実現」などを基本的な考え方と定めています。 

あきる野市の取組 

第一次計画の策定と推進 

あきる野市では、平成１７年に設置したあきる野市健康増進計画市民検討委員会に

おいて市民ボランティアがワーキングチームとなって加わり、平成１９年３月に市健

康増進計画「めざせ健康あきる野２１」を策定しました。 

全体目標を「ふれあい いきがい 元気なまち」とし、「世代間共通」と「子育て

世代」「働き盛り世代」「高齢者世代」に分けてそれぞれのめざす姿と目標を掲げまし

た。平成１９年度からの推進活動は、「市民参画」と「協働」をキーワードに、「健康

づくり市民推進委員会」と「めざせ健康あきる野２１推進会議」で市民が主体となっ

て活動しました。また、「健康づくり推進協議会」をはじめ、各種健康づくり事業に関

わる機関の協力により、地域ぐるみの各種健康づくり事業を行い、計画の成果目標「健

康づくり支援のための環境整備をすすめる」活動が展開されました。 

当初、第一次計画の推進期間は平成２８年度を最終年度としていましたが、平成２

４年度の中間評価の際に、１０年を経過した時点で最終調査アンケートを実施すると

ともに、第二次計画の策定とあわせ２年間をかけて評価と計画策定を進めるため、第

一次計画を１年延長し平成３０年度から第二次計画をスタートすることとなりました。 

 

第一次推進活動の成果は、１０年が経過して実施した市民アンケート調査結果から

みることができます。 
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世代間共通の目標にある「ふれあい」や「いきがい」に関する項目では、健康づく

り活動や福祉活動などのボランティア活動に参加している割合や、いきがいを感じて

いる割合が増加しています。行動目標の「生活習慣病予防」については、かかりつけ

医･かかりつけ歯科医がいる割合や市民の自分の健康状態をよいと感じている割合が

増加しています。 

子育て世代では、「よく食べ よく寝て よく遊ぼう」で親子の生活習慣に関する

項目については、子どもの朝ごはんを毎日食べる割合、配偶者の就寝時間が深夜にな

る割合、配偶者の適度な息抜きの割合が良い状況となっていました。「つながる子育て」

に関するものでは、父親・母親ともに子育ての心境がよいとした割合が増えています。 

働き盛り世代では、めざす姿である「心身ともにゆとりをもって生活できる」のた

めに「健康的な生活習慣を持つ人を増やす」とした項目で、健康診断を受けた割合や

休養を充分とれている割合が増加し、喫煙率、毎日の飲酒率が低下していました。 

高齢者世代では、「仲間をつくり、地域をつくる高齢者をめざして」のために設定

した目標「仲間を持つこと」や「地域での役割を持つこと」に関して、人とのつなが

りや地域でのボランティア活動に参加している割合、いきがいを感じている割合が増

加しています。 

一方で第一次推進活動の課題としては、市民アンケート調査結果で地域活動への参

加意向や地域行事の参加状況に関する数値がやや低下し、日頃実施している各種健康

づくり事業への参加者の固定化がみられていることなどから、市民の誰もが「ふれあ

い いきがい 元気なまち」に取り組むことができる健康づくり活動の展開があげられ

ます。 

第二次計画の策定 

健康づくり推進協議会において計画の枠組みを検討した結果、市民の健康課題にあ

った健康増進計画にする視点から、国･東京都の分野別の健康づくり計画を軸として採

用するとともに、引き続き第一次推進活動で基盤を築いた市民が主体的に健康づくり

に関わり、地域ぐるみで健康増進を図ることができる計画を策定することとなりまし

た。 

 計画の目的・理念 

あきる野市健康増進計画は、市民が生涯を通じ

て健康で安心して暮らすことができるようにする

ことを目的として、ヘルスプロモーション※の理

念に基づき、市民一人ひとりの取組とともに、家

族、地域住民、健康づくりにかかわる各種関係団

体と行政が協働し、地域ぐるみで目標に向けて取

り組みます。 

 
※ヘルスプロモーション…人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス。  

めざすものはＱＯＬの向上めざすものは生活の質の
向上

めざせ健康あきる野２１
ヘルスプロモーションの理念

本人
家族

（島内 1987，吉田・藤内 1995を改編）

地域住民

学校・保健医療
等の行政関係者 環境づくり

自助
共助

（ネットワーク化に向けた）

公助

公助共助自助
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 計画の位置付け 

本計画は、健康増進法第８条の規定に基づく市町村健康増進計画として、また、国

の計画である「健やか親子（第二次）」「食育基本法による食育推進計画」「東京都健康

推進プラン２１」を踏まえ、あきる野市母子保健計画、あきる野市食育推進計画を合

わせて策定しています。 

本計画は、あきる野市総合計画の基本方針の一つである「笑顔あふれる安心して暮

らせる保健福祉都市をめざして」の実現に向けた施策を定めるもので、あきる野市地

域保健福祉計画をはじめ、他の関連施策との整合性を図りながら健康づくりの取組を

進めていくものです。 

 

 

 

あきる野市地域保健福祉計画 

あきる野市総合計画 

～６つの基本方針～ 

③暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある生活環境都市をめざして 

②市民の暮らしをリードする産業都市をめざして 

①自然と都市機能の調和した暮らしやすい都市をめざして 

④笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市をめざして 

⑤生涯健やかな体と心を培う人権尊重を基調とした教育文化都市をめざして 

⑥柔軟で健全な行財政運営をめざして 

将来都市像 『人と緑の新創造都市』 

 

１）高齢者が安心して生活できる福祉の充実 

２）障がい者が一般社会で安心して生活できる福祉の充実 

３）市民が生涯を通じて健康で安心して暮らせる保健・医療の充実 

４）子どもを安心して産み育てられる環境の整備 

めざせ健康あきる野２１（あきる野市健康増進計画） 

ふれあい いきがい 元気なまち ～日々の生活の中で健康を育もう～ 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画 

あきる野市障がい者福祉計画 
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 計画の期間 

計画の期間は、平成３０年度から平成３９年度までの１０年間とします。なお、計

画の進捗状況や社会情勢の変化等に応じ、必要な見直しを行っていくものとします。 

 

 …２４年度 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ 

あきる野市 
めざせ健康あきる野２１ 

（第一次） 

めざせ健康あきる野２１ 

（第二次） 

                 

国 

健康日本２１ 

（第一次） 

健康日本２１ 

（第二次） 
     

第２次 

食育推進基本計画 

第３次 

食育推進基本計画 
       

健やか親子２１ 

（第一次） 

健やか親子２１ 

（第二次） 
   

                 

東京都 

健康推進２１ 

（第一次） 

東京都健康推進プラン２１ 

（第二次） 
     

東京都食育推進計画 

平成２２～２７年度 

東京都食育推進計画 

平成２８～３２年度 
       

 

 計画策定の体制 

平成２７年度から「あきる野市健康づくり推進協議会」で策定スケジュールについ

て検討を始め、平成２８年度に推進活動の中心を担っている「あきる野市健康づくり

市民推進委員会」「あきる野市めざせ健康あきる野２１推進会議」において一次推進活

動の振り返りを実施するとともに、市民に対して第二次ベースラインアンケート調査

を実施しました。平成２９年度には、「あきる野市健康増進計画策定検討委員会」を設

置し、これまでの流れを引き継いで計画の策定に当たりました。（第二次計画策定経過

（Ｐ１２８）参照） 
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 人口構成 

年齢別人口構成 

総人口は、平成２４年をピークにゆるやかに減少し、今後の推計も減少すると予測

されています。 

年齢３区分別人口割合では、６５歳以上の高齢者人口割合が増加しており、今後も

少子高齢化が進むと推測されています。 

 

11,637 11,606 10,888 9,944 8,863 8,309

53,170 51,201 48,114 46,603 45,713 43,928

15,306 19,045 22,564 23,630 23,493
23,280

80,113 81,852 81,566 80,177 78,069
75,517

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

単位：（人）

年齢別人口の推計

65歳以上

15-64歳

0-14歳

資料：住民基本台帳（平成１７、２２、２７年の実値）、市推計（平成３２、３７、４２年の推計値）

14.5% 14.2% 13.3% 12.4% 11.4% 11.0%

66.4% 62.6% 59.0%
58.1% 58.6% 58.2%

19.1% 23.3%
27.7%

29.5%
30.1%

30.8%
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 出生と死亡 

出生数と出生率 

出生は、平成１８年（出生数７１０人・出生率８．９）をピークに、その後は若干

の増減をしながらも減少傾向にあります。出生率は、ここ数年、東京都を下回ってい

ます。 

689 710 698
633 668 674 647 623 619 598

557
8.7 8.9 8.7

7.9
8.3

8.4

8.0 7.7 7.7 7.4 6.97.8 8.2 8.3

8.4 8.5

8.4

8.2 8.3 8.5 8.5 8.6

0.0

5.0

10.0

15.0

0

200

400

600

800

平成１７年 平成２２年 平成２７年

出生率（人口千対）出生数（人）

出生数と出生率

出生数（人）：あきる野市 出生率（人口千対）：あきる野市 出生率（人口千対）：東京都

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）

 

合計特殊出生率 

東京都は平成２３年より増加していますが、あきる野市は、ほぼ横ばいの経過です。 

1.39 1.41

1.29

1.42
1.45 1.43 1.42 1.44 1.43 1.41

1.02
1.05

1.09
1.12 1.12

1.06
1.09

1.13 1.15

1.24

0.8

1

1.2

1.4

1.6

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

合計特殊出生率の推移

あきる野市

東京都

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）

 

※合計特殊出生率 

１５歳から４９歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が一生の間に産む 

子供の数に相当します。 
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死因別死亡割合（全年齢） 

平成２７年に最も多いものは悪性新生物（がん）、次いで肺炎、心疾患、脳血管疾

患の順でした。過去１０年間をみると、悪性新生物が３割程度を占め、脳血管疾患が

減少し、肺炎は増えている傾向にあります。 

東京都と比較すると、脳血管疾患、肺炎の割合が高く、悪性新生物（がん）、心疾

患の割合が低い状況です。 

 

30.6%

29.4%

28.6%

31.8%

31.6%

2.1%

1.7%

1.3%

1.1%

1.1%

19.2%

16.7%

17.4%

16.7%

17.7%

15.5%

18.1%

17.4%

13.6%

13.3%

16.4%

17.8%

16.2%

18.3%

17.9%

0.9%

0.8%

1.0%

1.0%

0.9%

1.2%

1.1%

1.0%

1.4%

1.2%

2.6%

2.3%

2.0%

1.6%

3.2%

6.4%

8.5%

9.9%

10.9%

8.0%

2.9%

1.7%

2.6%

2.1%

3.1%

2.1%

2.1%

2.6%

1.4%

1.9%

平成１９年

平成２１年

平成２３年

平成２５年

平成２７年

死因別死亡割合の変化（あきる野市 全年齢）

悪性新生物 糖尿病 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 肺炎 慢性閉塞性肺疾患 肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）

 

38.4%

39.0%

38.1%

38.2%

38.3%

1.6%

1.6%

1.5%

1.4%

1.3%

19.4%

19.2%

18.8%

19.1%

19.3%

13.4%

12.6%

12.2%

11.1%

10.4%

11.5%

11.4%

11.7%

11.6%

11.4%

1.6%

1.6%

1.7%

1.5%

1.6%

2.2%

2.1%

2.1%

2.0%

2.0%

2.1%

2.2%

2.1%

2.2%

2.1%

2.8%

3.8%

5.0%

6.7%

8.0%

3.2%

3.1%

3.3%

3.2%

3.0%

3.6%

3.6%

3.5%

3.0%

2.6%

平成１９年

平成２１年

平成２３年

平成２５年

平成２７年

死因別死亡割合の変化（東京都 全年齢）

悪性新生物 糖尿病 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患 肺炎 慢性閉塞性肺疾患 肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）
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死因別死亡割合（６５歳以上） 

６５歳以上で死因をみると、全年齢よりも悪性新生物、心疾患、脳卒中などの生活

習慣病の割合は減り、その他の疾患が増えています。 

東京都との比較では、全年齢と同様、脳血管疾患、肺炎の割合が高く、悪性新生物

（がん）、心疾患の割合が低い状況です。 

 

22.5%

22.4%

21.1%

23.8%

23.4%

1.7%

1.3%

1.1%

1.0%

0.8%

16.6%

14.8%

14.5%

13.6%

13.5%

12.3%

15.8%

14.6%

11.2%

10.3%

16.1%

16.4%

14.5%

16.0%

15.2%

0.8%

0.6%

0.7%

0.9%

0.7%

2.6%

2.2%

1.6%

1.3%

2.8%

6.4%

8.1%

9.0%

9.6%

7.0%

2.4%

1.3%

2.1%

1.5%

2.1%

0.6%

0.7%

0.3%

0.6%

0.7%

18.0%

16.3%

20.6%

20.5%

23.5%

平成１９年

平成２１年

平成２３年

平成２５年

平成２７年

死因別死亡割合の変化（あきる野市 ６５歳以上）

悪性新生物 糖尿病 心疾患 脳血管疾患 肺炎 肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺 その他

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）

 

 

29.9%

30.3%

28.9%

28.6%

28.8%

1.4%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

17.3%

16.8%

16.1%

16.0%

15.9%

11.8%

10.7%

10.2%

9.1%

8.3%

11.1%

10.7%

10.7%

10.3%

9.9%

1.2%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

2.0%

2.0%

1.9%

1.9%

1.8%

2.8%

3.7%

4.7%

6.1%

7.2%

2.3%

2.1%

2.3%

2.3%

2.1%

0.9%

0.8%

0.7%

0.8%

0.6%

19.3%

20.3%

22.1%

22.7%

23.2%

平成１９年

平成２１年

平成２３年

平成２５年

平成２７年

死因別死亡割合の変化（東京都 ６５歳以上）

悪性新生物 糖尿病 心疾患 脳血管疾患 肺炎 肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺 その他

資料：「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所）
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標準化死亡比 

標準化死亡比により全国、東京都と比べてみると、悪性新生物（がん）、心疾患は

女性はほぼ国と同じですが、男性は国よりも低くなっています。 

一方で、脳血管疾患は、東京都が国よりも少ないにもかかわらず、あきる野市は、

男女共国より大幅に多い状況です。 

 

※標準化死亡比 

  異なった年齢構成を持つ地域間で死亡率の比較が可能になるように算出された全国を 100 とした 

場合の数値 

 

97.1

117.0

85.6
99.3

79.0

101.0

145.2 145.8

97.2 98.9 99.6 103.7
97.3 97.5 96.3 94.2

0

100

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

全死因 悪性新生物

（がん）

心疾患

（高血圧性疾患を除く）

脳血管疾患

基
準
集
団
（
国
）

標準化死亡比（平成２０～２４年）

あきる野市 東京都 資料：政府統計の総合窓口(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）

 

がんによる死亡数 

平成２７年のがん部位別死亡数は、男性は肺がんが最多で、胃がん、大腸がんの順

に多く、女性は大腸がん・肺がんが最も多く、次いで乳がん、胃がんの順でした。 

21

7

17

12

35

12 9 4

50

38

123

82

0 20 40 60 80 100 120

男性

女性

がんによる死亡数（平成２７年）

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん その他のがん

資料：「事業概要」（西多摩保健所）
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 平均寿命と６５歳健康寿命 

平均寿命 

平均寿命を平成２３年から２７年までの５年間でみると、東京都に対し、女性はわ

ずかに短く、男性は長い数値で推移していますが、男女ともに延伸の傾向にあります。 

H23 H24 H25 H26 H27

あきる野市（女性） 86.10 86.22 85.96 86.14 86.47

東京都平均（女性） 86.18 86.27 86.46 86.74 86.96

あきる野市（男性） 80.43 80.52 81.17 80.51 81.02

東京都平均（男性） 79.69 79.83 80.11 80.39 80.64

78

80

82

84

86

88

（歳） 平均寿命の推移

資料：「保健福祉データ集」（西多摩保健所）

 

※平均寿命  0 歳の人が平均して何年生きられるかを示す 0 歳の平均余命 

６５歳健康寿命 

６５歳健康寿命は、６５歳の人が何らかの障害のために日常生活動作が制限される

までの年齢を平均的に表すもので、東京都が介護保険の要介護度を用いて、要支援１

以上と要介護２以上を障害とした場合の２パターンを算出しています。 

日常生活に何らかの支援が必要となった要支援１以上でみると、あきる野市は男女

ともに東京都よりも長く、特に女性はその差も大きくなっています。平成２７年まで

の９年間でみると、男女ともに延伸しています。 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

あきる野市（女性） 83.49 83.75 84.22 84.33 84.27 84.13 84.25 84.22 84.29

東京都平均（女性） 82.20 82.27 82.58 82.57 82.52 82.47 82.43 82.46 82.48

あきる野市（男性） 81.03 81.24 81.77 82.03 82.16 82.21 82.11 81.93 81.96

東京都平均（男性） 80.61 80.66 80.83 80.83 80.75 80.74 80.81 80.89 80.98

80

81

82

83

84

85

（歳）

６５歳健康寿命の推移
東京保健所長会方式・要支援１以上

資料：「保健福祉データ集」（西多摩保健所）
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 特定健康診査・特定保健指導 

特定健康診査 

特定健康診査は、およそ８千人が受診し、受診率は平成２６年度以降５０％を超え

ています。年代別にみると、年代が高くなるほど受診率も高くなっています。 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

対象者数（人） 16,063 16,128 15,934 15,560

受診者数（人） 7,647 7,974 8,157 7,931

受診率（％） 47.6 49.4 51.2 51.0

40

45

50

55

0

5,000

10,000

15,000

受診率（％）対象者・受診者数（人）

特定健康診査 受診状況の推移

資料：特定健診等データ管理システム 特定健診・特定保健指導実施結果総括表

 

 

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

対象者数（人） 1,217 1,192 1,018 1,056 2,079 4,537 4,461

受診者数（人） 317 341 334 410 982 2,663 2,884

受診率（％） 26.0 28.6 32.8 38.8 47.2 58.7 64.6

0

10

20

30

40

50

60

70

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
受診率（％）対象者・受診者数（人）

特定健康診査 年代別受診状況（平成２７年度）

資料：特定健診等データ管理システム 特定健診・特定保健指導実施結果総括表
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特定保健指導 

特定保健指導対象者に対し特定保健指導を受けて終了した人の割合（特定保健指導

実施率）は、平成２４年に３割程度でしたが、その後減少しています。 

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

対象者数（人） 840 854 932 829

終了者数（人） 256 125 201 127

終了者の割合（％） 30.5 14.6 21.6 15.3

0

10

20

30

0

200

400

600

800

受診率（％）対象者・受診者数（人）

特定保健指導実施率の推移

資料：特定健診等データ管理システム 特定健診・特定保健指導実施結果総括表

 

 

 

 

後期高齢者医療健康診査 

対象者が年々増加し、受診者も増加しています。 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

対象者数（人） 7,637 8,110 8,513 8,951 9,539

受診者数（人） 3,408 3,853 4,142 4,649 4,711

受診率（％） 44.6 47.5 48.7 51.9 49.4

40

45

50

55

0

5,000

10,000

受診率（％）対象者・受診者数（人）

後期高齢者医療健康診査 受診状況の推移

資料：事務報告書（市）
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 がん検診 

がん検診の受診率は、東京都の対象人口率を用いて算出しています（平成２３年度

から平成２６年度までは平成２２年度の対象人口率、平成２７年度は平成２５年度の

対象人口率）。平成２７年度に受診率の高いものは大腸がんで、乳がん、子宮がんと続

きます。 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

胃がん 16.1 16.0 15.8 15.6 16.7

肺がん 14.7 14.6 14.5 14.0 15.3

大腸がん 30.3 30.1 31.6 32.5 35.9

子宮がん 22.7 22.5 22.7 25.7 30.6

乳がん 30.3 28.9 28.8 29.9 34.0

10

15

20

25

30

35

受診率（％）
がん検診 受診率

資料：「とうきょう健康ステーショ ン」（東京都ＨＰ URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo .jp/kensui/gan /toukei/index .html）

 

 
がん検診の結果、精密検査が必要となった人が医療機関で精密検査を受けた割合は、

平成２７年度、胃がん・乳がんが８０％台で高く、肺が７０％台、大腸がん・子宮が

んは６０％代と低い状況でした。５年間の推移でみると、対象者へ電話による受診勧

奨を始めた平成２７年度に大きく受診率が上昇しています。 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

胃がん 67.0 79.7 78.3 74.6 87.2

肺がん 50.8 81.5 71.4 73.5 77.0

大腸がん 64.0 67.3 64.4 65.6 68.6

子宮がん 47.6 42.9 51.5 54.8 63.6

乳がん 69.3 72.3 75.2 66.1 85.1

40

50

60

70

80

90

精検受診率（％） がん検診 精密検査受診率

資料：「とうきょう健康ステーショ ン」（東京都ＨＰ URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo .jp/kensui/gan /toukei/index .html）
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 めざす姿・概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の展開 

 『ふれあい いきがい 元気なまち』という花（めざす姿）です。 

 花には、５つの花びら（領域）があります。 

 花は、『市民』『関係機関』『行政』が協働して、咲かせます。 

 肥料と水を与え（施策を展開して）、育てます（推進します）。 
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 領域と分野別目標 

めざす姿「ふれあい いきがい 元気なまち」の実現に向け、 

５つの領域で２１の分野別目標を設定し取り組みます。 

（例） 
領域 

分野 分野別目標 
 

領域１ 健康寿命 

健康寿命の延伸 積極的に健康づくりに取り組む 
 

領域２ 子育て・親子の健康 

妊娠期からの切れ目ない子育て 安心して妊娠・出産・育児ができる 

親子の健康づくり 
心身ともに健康な親子が育つ 

地域で安心して子育てができる 
 

領域３ 健康的な生活習慣 

栄養・食生活 

食を通して心と身体を育む 

・食育を知る、学ぶ、体験する 

・健康を考えたバランスのよい食生活を実践する 

・みんなと一緒に食を楽しむ 

・地域でとれた食材を利用する 

身体活動・運動 コツコツからだを動かし、運動を続ける 

休養・こころの健康 休養をとり、こころの健康を維持する 

飲酒 お酒と上手に付き合う 

喫煙 たばこによる健康被害を減らす 

歯・口腔の健康 

口の機能を維持する 

・正しい口腔ケアを行う 

・定期的に歯科医療機関で口腔の状態を確認する。 

・う蝕（むし歯）と歯周病を予防する 

・食べたいものを何でも食べることができる 
 

領域４ いきがいと地域とのつながり 

いきがいと地域とのつながり 地域とのつながりを深め、いきがいを持つ 
 

領域５ 生活習慣病の予防 

がん 

がんから身を守る 

・がんによる死亡を減らす 

・定期的にがん検診を受け、身体の状態を確認する 

その他の生活習慣病など 

生活習慣病を防ぐ 

・定期的に健康診断を受ける 

・健康的な生活習慣を送る 
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領域１ 健康寿命 

健康寿命の延伸 
 

日本は世界で長寿国の代表格となり、これから私たちの目指すものは、「元気で長

生き」して豊かな人生を送ることです。健康日本２１（第二次）では、「元気で長生き」

を「健康寿命」という言葉を用いて「健康上の問題で日常生活が制限されることなく

生活できる期間」と定義し、最終の到達目標としています。 

「健康寿命」の算定は、国から国民生活基礎調査ほか統計をもとに都道府県単位で

示され、市の数値は得られません。そこで、東京都が算出している６５歳健康寿命（東

京保健所長会方式）から、健康寿命を評価していきます。 

 現状と課題 

６５歳健康寿命(東京保健所長会方式) 

現在６５歳の人が、何らかの障害のために介護保険の要介護認定を受けるまでの状

態を「健康」と考え、その障害のために要介護認定を受けた年齢を平均的に表すもの

を言います。「要介護２以上」と「要支援１以上」の２つのパターンで算出されます。 

あきる野市は、人の支援を必要とするはじめの段階ともいえる「要支援１以上」に

おいて、平成１９年から２７年までの８年間で、男性＋０．９３歳、女性＋０．８０

歳、延伸しています。また、東京都平均に対して男女とも長く、都内において上位で

経過しています。 

主観的健康感 

主観的健康感とは、自分の健康状態を自分自身で自己評価したもので、健康づくり

に積極的に取り組んでいる人は主観的健康感が高いとされ、またその人の健康状態と

関連するといわれています。 

＜第一次におけるアンケート調査結果の推移＞ 

現在の自分の健康状態についてどのように感じているかの問いに対して、「非常に

健康」「まあまあ健康」と回答した割合は、第一次ベースライン調査（平成２０年）で

は８０．７％でしたが、第一次最終評価調査（平成２９年）では８４．３％となりま

した。 
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＜第二次ベースラインアンケート調査結果＞ 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、自分の健康状態を「よい」「まあよ

い」と感じている割合は、８２．５％でした。男女別に東京都で行った調査※と比べ

てみると、男女とも高い割合でした。（男性：市８３．１％、都８１．７％、女性：市

８２．０％、都８０．９％） 

（※東京都：健康と保健医療に関する世論調査（平成２８年１０月）） 

年代別では、若い世代ほど健康と感じている割合は高く、年代が上がると低くなっ

ています。（２０～３９歳：９０．５％、７５歳以上：７６．２％） 

また、運動習慣のある人、運動の機会が身近にあると感じている人、社会活動（ボ

ランティア活動や地域活動）をしている人に、健康と感じている割合が有意に高い結

果でした。 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医がある 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、かかりつけ医・かかりつけ歯科医に

ついて、「病気になったときや予防も含めて普段から気軽に相談できる医師・歯科医師

のこと」と説明を添えて有無を尋ねています。その結果、かかりつけ医６５．６％、

かかりつけ歯科医７３．３％が「ある」と回答、「ない」人はおよそ３人に１人で、特

に働き盛り世代に「ない」人が多い傾向でした。 

 

 

これらの結果から、あきる野市民の健康寿命は延伸の傾向にあり、多くの市民が自

ら健康を感じている良い状況にあるといえます。しかし、これからの１０年間は、ま

すます少子高齢化が進んで健康問題を抱える人が増えることや、新たな感染症や災害

など、市民の健康を脅かす様々な事象の発生も危惧されています。このような中で、

誰もが健康を実感しながら暮らすことができるまちであるためには、市民一人ひとり

が「自分の健康寿命を延伸する」という意識を持つとともに、家族や地域が健康づく

りをサポートする地域ぐるみの取組が不可欠です。 
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 目標と評価指標 

目標  

積極的に健康づくりに取り組む  

 

評価指標  現状  

６５歳健康寿命を 

延伸する 

６５歳健康寿命（東京都保健所長会方式） 

男性 ８１．９６歳 

女性 ８４．２９歳（平成２７年） 

資料「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所） 

自分は健康だと思う人

を増やす 

自分の健康状態がよいと感じている人の割合 

８２．５％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

かかりつけ医・かかりつ

け歯科医を持つ人 

を増やす 

かかりつけ医を持つ人の割合 

６５．６％（平成２８年） 

かかりつけ歯科医を持つ人の割合 

７３．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 「自分の健康は自分で守る」という意識を持って健康に関する測定や健康手帳

などを活用して、健康の自己管理に取り組み、家族で互いに健康づくりをサ

ポートする。 

 「ふれあい いきがい 元気なまち」の実現にむけ、市民同士が声をかけあい積

極的に健康づくり活動に参加・協力する。 

 病気の時だけでなく、健康診断や予防接種などで個人や家族のホームドクタ

ーを持ち、かかりつけ医・かかりつけ歯科医との信頼関係を築く。 

 地域の取組 

 健康づくり市民推進委員会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会や市内保

育園・幼稚園等の施設で、かかりつけ医・かかりつけ歯科医の推進と各種健

康づくり事業の利用を勧め、地域ぐるみの健康づくりの気運を高める。 

 地区の医師会･歯科医師会では、健康診断事業や予防接種など市健康増進事業

の協力体制を通して、かかりつけ医・かかりつけ歯科医として市民の健康づ

くりを継続的にサポートする。 

 健康づくりに関わる関係機関・団体と行政で組織している「健康づくり推進

協議会」において、健康寿命の延伸につながる地域全体の健康づくりに関す

る課題や取組について協議する。 

 市の取組 

 市民が健康の自己管理をできるよう、健康相談事業等において、健康の記録

や個人にあった健康づくりの支援を行う。 

 健康寿命の延伸につながる各種健康情報や地域の活動について、情報収集と

広報紙やホームページ、健康事業等での情報発信を行い、啓発活動に取り組

む。 

 医師会、歯科医師会との連携を強化する。 

 市民や健康づくりに関わる関係機関・団体が「協働」して健康づくり活動に

参加･協力できるよう、健康づくり推進協議会、めざせ健康あきる野２１推進

会議などの会議の開催と各事業の協力体制を充実する。 
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領域２ 子育て・親子の健康 

妊娠期からの切れ目ない子育て 

親子の健康づくり 

 

日本の母子保健対策は、母子の生命を守る、あるいは母子の健康の保持・増進を図

ることを目的としています。母子保健における支援は、妊娠期から始まり、周産期、

乳幼児期、学童期、思春期、そして、また妊娠期へと循環します。このライフサイク

ルを通じた切れ目ない支援対策の重要性については、平成２５年８月の社会保障制度

改革国民会議報告書でも述べられています。 

昨今、少子化や子育て世帯の孤立化や核家族化、共働き世帯の増加といった家族形

態の多様化など、子育てを取り巻く環境が大きく変化しており、住民と行政とを直接

つなぐ役割を担う母子保健対策の意義がより一層増しています。母子保健対策がすべ

ての親子を対象に事業を展開していることから、親子をはじめとした住民と行政とが

直接接する貴重な機会を十分に活用し、一人ひとりのニーズとともに、地域の支援ニ

ーズを把握することが重要です。併せて、子育て環境の変化に対応していくために課

題を整理し、地域の実情を踏まえた対策の充実と有機的な連携を築く必要があるとさ

れています。（「健やか親子２１（第２次）」について検討会報告書（平成２６年４月）

より参照） 

市では、妊娠期から子育て期にわたり、各種健診・相談事業、家庭訪問、また市民

と協働して「つながる子育て」の場づくりなどを進めてきました。 

 現状と課題 

出生数は、あきる野市も年々減少傾向にありますが、合計特殊出生率は１．４１（平

成２７年人口動態統計）と東京都内でも高い数値を示しています。市が行っている乳

幼児健診の受診率は９５％以上を維持し、東京都、西多摩地区と比較しても高い状況

です。平成２８年度の乳幼児健診結果及び健診時アンケート、第二次ベースライン調

査（平成２８年）からみた主な現状は、次のようになります。 
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子どものからだ 

痩身傾向児の割合が、１歳６か月児健診に対し３歳児健診で減少（１歳６ヶ月児：

男子２．５％、女子１．０％、３歳児：男子１．８％、女子０．４％）、肥満傾向児の

割合は、男子が減少（１歳６ヶ月児：６．０％、３歳児３．０％）、女子は増加傾向（１

歳６ヶ月児：３．３％、３歳児４．１％）にあります。 

また、３歳児でむし歯のない子どもの割合は８７．５％でした。 

子どもの生活 

朝食を欠食する割合が、幼児は３．４％、学童は２．０％と、幼児の方が高い率で

した。 

毎日子どもの歯の仕上げ磨きをする親の割合は、１歳６か月児で９６．７％（乳幼

児健診情報システム）でした。週に１回子どもの仕上げ磨きをする親の割合は、４～

６歳で８７．４％、７～１２歳になると４０．８％（第二次ベースライン調査）と半

数以下に減っています。 

子育て 

妊娠、出産について満足している人の割合は７６．５％（３・４か月児健診）でし

た。 

この地域で子育てをしたいと思う親の割合は９２．９％（３・４か月児健診）、 

９３．９％（１歳６か月児健診）、９６．８％（３歳児健診）、４～１２歳の子どもを

持つ親は８７．１％で、乳幼児期の方が高い率でした。 

積極的に育児をしている父親の割合は、６７．４％（３・４か月児健診）、 

６２．３％（１歳６か月児健診）、５９．６％（３歳児健診）で、年齢が高くなるにつ

れ減少しています。 

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合は８４．９％ 

（３・４ヶ月児健診）、７６．２％（１歳６ケ月児健診）、７４．５％（３歳児健診）、

６９．３％（４～１２歳）で子どもの年齢が高くなるにつれて減少していくという結

果でした。 

 

 

このような状況から、母子保健における今後の課題は次の５つが揚げられます。 

①安心して妊娠・出産・育児ができるための切れ目ない妊産婦・乳幼児保健対策の充実 

②子どもが主体的に取り組む健康づくりの推進と次世代の健康を育む保健対策の充実 

③妊産婦や子どもの成長を見守り、親子を孤立させない地域づくり 

④親や子どもの多様性を尊重し、それを支える社会の構築 

⑤児童虐待のない社会の構築 

今回の計画では、これら５つの課題について３つの目標にまとめて取り組んでいき

ます。 
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 目標と評価指標（１） 

目標  

安心して妊娠・出産・育児ができる  

 

評価指標  現状  

妊娠・出産に満足している人 

を増やす 

妊娠・出産に満足している者の割合 

３・４か月児健診 ７６．５％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

積極的に育児をしている父親

を増やす 

積極的に育児をしている父親の割合 

３・４か月児健診 ６７．４％ 

１歳６か月児健診 ６２．３％ 

   ３歳児健診 ５９．６％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

妊娠中に飲酒する妊婦 

を減らす 

妊娠中の妊婦の飲酒率 

３・４か月児健診 １．４％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

妊娠中に喫煙する妊婦 

を減らす 

妊娠中の妊婦の喫煙率 

３・４か月児健診 ３．０％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

子どもの社会性の発達過程を

知っている親を増やす 

子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 

３・４か月児健診 ８４．４％ 

１歳６か月児健診 ９６．４％ 

   ３歳児健診 ８２．９％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

乳幼児健康診査を受診する 

親子を増やす 

乳幼児健康診査の受診率 

３・４か月児健診 ９６．７％ 

１歳６か月児健診 ９６．７％ 

   ３歳児健診 ９７．８％（平成２８年度） 

資料「事務報告書」（市） 

小児救急電話相談 (#8000)

を知っている親を増やす 

小児救急電話相談(＃８０００)を知っている親の割合 

３・４か月児健診 ６７．０％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

子どものかかりつけ医・かかり

つけ歯科医を持つ親を増やす 

子どものかかりつけ医を持つ親の割合 

３・４か月児健診 ６７．５％ 

３歳児健診 ８４．７％（平成２８年度） 

子どものかかりつけ歯科医を持つ親の割合 

３歳児健診 ２５．９％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 
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 取組（１） 

 

 市民の取組 

 妊娠初期に妊娠届を提出し、母子健康手帳の活用をはじめるとともに、定期

的に妊婦健康診査を受診する。 

 妊娠期からかかりつけ医・かかりつけ歯科医を持つ。 

 母親学級を受講し、出産前から親となる準備をする。 

 妊婦は禁酒、禁煙を心がける 

 父親も積極的に育児に参加する。 

 子どもの発達過程を知って、子どもの成長・発達を見守る。 

 新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査など、市の支援サー

ビスを利用する。 

 一人で悩みを抱え込まず、相談機関や子育て支援サービスの情報を把握して

身近な相談相手をつくり、地域の支援を利用しながら子育てをする。 

 地域の取組 

 医療機関、保育園、幼稚園、近隣が妊婦に対し、母親学級等の母子保健事業

への参加を呼びかける。 

 保育園、幼稚園、児童館などが気軽に遊べたり親同士がつながる場を提供し

たり、地域住民同士でふれあいの場づくりや育児支援を進める。 

 困った様子が見受けられる親子には、相談機関を紹介する。 

 民生委員・児童委員や主任児童委員が身近な相談相手となれるようにＰＲし、

必要な支援を進める。 

 地域で一体となって子育てしていくことができるよう、子どもに関わる関係

機関が連携する。 

 市の取組 

 妊婦全数に面接をして、妊婦の体調確認をしていくとともに相談関係を築き、

妊娠、出産、子育ての不安が軽減されるよう支援する。 

 親同士のつながりや父・母になるイメージ作りのために母親学級を開催する。 

 妊娠中の適正な食生活や体重管理、禁煙や禁酒についての啓発をする。 

 父親の育児参加を啓発する。 

 乳児家庭全戸訪問、新生児訪問により、子育て環境や親子の健康状況を確認

し、必要な情報提供をする。 

 子どもの発達過程や子育てのワンポイントを伝え、親の理解が深まるよう乳

幼児健診や育児相談等の機会を通じて支援する。 

 子育て中の人同士での交流や身近な地域の人達との交流を深めることができ

るよう、環境づくりに取り組む。 

 相談窓口や地区担当保健師を紹介する。 

 子どもに関わる各関係機関と連携し、妊娠期から就学前まで継続的に支援す

る。 
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 目標と評価指標（２） 

目標  

心身ともに健康な親子が育つ  

 

評価指標  現状  

朝食を欠食する子どもを 

減らす 

朝食を欠食する子どもの割合 

幼児（４～ ６歳）３．４％ 

学童（７～１２歳）２．０％（平成２８年度） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

子どもの歯の仕上げ磨きを 

する親を増やす 

毎日仕上げ磨きをする親の割合 

１歳６か月児健診 

子・親７０．３％ 

親のみ２０．４％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

 

週に１回は仕上げ磨きをする親の割合 

４～ ６歳の子を持つ親８７．４％ 

７～１２歳の子を持つ親４０．８％（平成２８年度） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

むし歯のない３歳児を増やす 
むし歯のない３歳児の割合 

３歳児健診８７．５％（平成２８年度） 

資料「事務報告書」（市） 

痩身傾向児を減らす 

痩身傾向児の割合 

１歳６か月児健診 

男子２．５％  女子１．０％（平成２８年度） 

３歳児健診 

男子１．８％  女子０．４％（平成２８年度） 

資料「健診結果」（市） 

肥満傾向児を減らす 

肥満傾向児の割合 

１歳６か月児健診 

男子６．０％  女子３．３％（平成２８年度） 

３歳児健診 

男子３．０％  女子４．１％（平成２８年度） 

資料「健診結果」（市） 

喫煙する親を減らす 

育児期間中の父親及び母親の喫煙率 

乳幼児健診平均 

父親 ４２．６％ 

母親  ９．２％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

乳幼児健康診査を受診する 

親子を増やす 

乳幼児健康診査の受診率 

３・４か月児健診 ９６．７％ 

１歳６か月児健診 ９６．７％ 

   ３歳児健診 ９７．８％（平成２８年度） 

資料「健診結果」（市） 
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 取組（２） 

 

 市民の取組 

 自分や家族の健康に目を向け、体調の把握や健康診査を受診する。 

 親子で健康的な生活習慣を心がける（早寝早起き、毎日の朝ごはん、外遊び

や運動する習慣、テレビやゲーム、スマートフォンなどの使用時間を守る、

正しい歯みがきなど）。 

 早起きカレンダーなどを利用して生活リズムをつくる。 

 親子で家庭菜園など食材づくりの体験の機会を持ち、楽しく食べられる環境

を整える。 

 親子で、また同年齢や異年齢の子どもたちと、遊びを通して身体を動かす。 

 喫煙による子どもの健康への影響を考え、禁煙に取り組む。 

 地域の取組 

 保育園、幼稚園、学校、医療機関などで、生活習慣へのアドバイスや乳幼児

健診・予防接種の受診勧奨など、健康の自己管理を働きかける。 

 健康づくり市民推進委員が中心となって、身近な場所でクッキング講習会な

どを行う。 

 市の取組 

 親子で一緒に調理できるレシピの紹介や実践する場など、親子参加型の健康

づくり事業を企画する。 

 子どもの発育・発達や健康状態を確認する乳幼児健診や各種予防接種事業を

行い、受診率の向上を図る。 

 一人ひとりに必要な事業（乳幼児経過観察、心理経過観察、発達健診など）

を通して継続的に支援する。 
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 目標と評価指標（３） 

目標  

地域で安心して子育てができる  

 

評価指標  現状  

あきる野市で子育てをしたい

と思う親を増やす 

あきる野市で子育てをしたいと思う親の割合 

３・４か月児健診 ９２．９％ 

１歳６か月児健診 ９３．９％ 

   ３歳児健診 ９６．８％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

 

４～１２歳の子を持つ親 ８７．１％（平成２８年度） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

ゆったりとした気分で子ども

と過ごせる時間がある母親 

を増やす 

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある 

母親の割合 

３・４か月児健診 ８４．９％ 

１歳６か月児健診 ７６．２％ 

   ３歳児健診 ７４．５％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

 

４～１２歳の子を持つ親 ６９．３（平成２８年度） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

育てにくさを感じたときに対

処できる親を増やす 

育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 

３・４か月児健診 ９０．５％ 

１歳６か月児健診 ８４．４％ 

   ３歳児健診 ８８．４％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

マタニティマークを妊娠中に

使用したことがある母親を 

増やす 

マタニティマークを妊娠中に使用したことがある母親

の割合 

３・４か月児健診 ８０．７％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

乳幼児揺さぶられっこ症候群

を知っている親を増やす 

乳幼児揺さぶられっこ症候群を知っている親の割合 

３・４か月児健診 ９５．８％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

乳幼児のいる家庭で風呂場の

ドアを乳幼児が自分で開ける

ことができないよう工夫した

家庭を増やす 

乳幼児のいる家庭で風呂場のドアを乳幼児が自分で開

けることができないよう工夫した家庭の割合 

１歳６か月児健診 ４８．９％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 
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 取組（３） 

 市民の取組 

 マタニティマークを積極的に活用する。 

 市民同士で情報交換をしたり、身近な相談相手をつくる。また相談できる機

関を日頃から知っておき、地域サービスを利用して悩みを抱え込まないよう

にする。 

 子育て広場や公園など、親子の集まる場に参加していろいろな親子とふれあ

う。 

 休日などに、親子で一緒に地域の行事に参加する。 

 子どもの事故防止に関する知識を得て、事故防止対策を実践する。 

 地域の取組 

 地域の一人ひとりが妊産婦と子育て中の親子に対し、見守りや困ったときに

手を差し伸べるなど、地域全体で子育てを行う意識を持ち、子育てを応援・

サポートする。 

 保育園、幼稚園等の施設は、親同士や地域住民とのつながりの場を促進する。

また、関係機関は行政とともに、子どもの健やかな成長、安心した子育てへ

の支援について情報交換や学習をする。 

 町内会・自治会は、市民が交流しあう場を提供したり、組織への加入を働き

かける。 

 民生委員・児童委員は親子とつながりをもつことで相談しやすい環境を整え

る。 

 地区医師会・歯科医師会は、親子が受診した際に、必要な情報提供とアドバ

イスを行う。 

 各機関では、支援が必要と思われる親子に対して早期に支援体制が作れるよ

う、連携を図る。 

 市の取組 

 子育ての大変さに対して周りの人が理解できるように周知を図る。 

 地域の遊び場、グループ、子育てに関する支援先など、社会資源の情報提供

をする。 

 親子のふれあい、世代間の交流ができる場づくりに向け、図書館、体育館な

どと連携を図る。 

 困ったときなど、必要な時に気軽に相談できる体制を構築する。 

 育てにくさを感じている親同士がつながる支援をする。 

 核家族など身近に支援者がいない家庭には、一時預かりやファミリー・サポ

ート・センターなど社会資源を情報提供する。 

 日頃から、保育園、幼稚園、民生委員・児童委員など子どもにかかわる機関

と情報交換や学習会などを通じて連携体制を築く。 

 住民の相談で早急な対応が必要なときには、速やかに関係機関で連携を図り、

困り事の解決や虐待の防止に努める。 

 子どもの事故防止について周知を図る。 
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領域３-１ 健康的な生活習慣 

栄養・食生活 

 

国は「食育は生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎となるもので

あり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践できることができる人間を育てること」と定めています。 

市では、市民一人ひとりが生涯にわたって心身ともに健康で、生き生きと過ごせる

よう、健康づくり市民推進委員会やめざせ健康あきる野２１推進会議と協働して、地

域で行う講座や講習会やイベントなどの機会を利用し、簡単料理レシピを活用した啓

発活動を進めてきました。また、生活習慣病予防となる食事やバランスのとれた食事

について、各地域での健康教育を行うなど、望ましい食習慣を実践できるように幅広

い世代に向けた普及啓発に取り組んでいます。 

 現状と課題 

第一次ベースライン調査（平成２０年）と 

第一次最終評価調査（平成２９年） 

「自分にとって適切な食事の内容・量を知っている」と回答した割合は、７８．１％

から８５．６％に増えました。また、「現在の食事をどのように思うか」については、

「少し問題がある」「問題が多い」割合は、３３．４％から２８．３％に減少しました。

この結果からみると、自分の食事について良いと感じている人が増えている状況です。 
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第二次ベースライン調査（平成２８年） 

＜食育を知る、学ぶ、体験する＞ 

「食育という言葉と内容を知っている」人は５０．８％で、その内訳は男性 

３８．８％、女性６０．９％と差がありました。食育に関する活動に取り組む機会が

身近にあると回答した人は２８．３％で、７０～７４歳が最も高く３８．６％、２０

～３９歳が最も低く１６．２％でした。周知方法を工夫して広く市民に伝えていく必

要があります。 

 

 

 

＜健康を考えたバランスのよい食生活を実践する＞ 

―朝食― 

朝食を「毎日食べる」と回答した人は、８６．４％でした。年代別では、６０歳以

上で９０％を超えていますが、年代が下がるほど割合が低くなり、最も低いのは２０

～３９歳で７１．４％でした。一方で朝食を「食べない」人は、若い世代の２０～ 

３９歳の９．１％が最多でした。 

また、「食べない」割合は喫煙者に有意に高い結果でした。 

―食塩― 

「食塩に気をつけている」と回答した人は、６６．１％で、男性（５６．３％）よ

りも女性（７４．４％）の方が高く、年代別では、７０～７４歳の８２．１％が最も

高く、次いで６５～６９歳の７９．７％、７５歳以上の７９．４％と続きます。最も

低いのは２０～３９歳の４１．５％でした。また、気をつけている人の方が多くなる

年代は４０歳以上で、働き盛り世代を迎える頃から気をつける傾向がうかがえます。 

―食事バランス― 

「主食、主菜、副菜を組み合わせて１日２回以上ほとんど毎日食べている」と回答

した人は、６２．３％で、男性（５７．２％）よりも女性（６６．６％）の方がバラ

ンスよく食べています。「組み合わせて食べる日がほとんどない」と回答した人は 

６．３％で、男性対女性は７：３の割合、年代別では、最も高い年代は２０～３９歳

で１１．６％でした。このように、性別では男性が、年代では２０～３９歳が主食、

主菜、副菜を組み合わせて食べる機会が少なくなっています。 

―栄養成分― 

「栄養成分表示を参考にしている」人は４７．７％でした。性別では、女性 

５６．８％、男性３６．８％、年代別では、６５歳以上の人で半数を超えていますが、

２０～６４歳では半数以上が「参考にしていない」と回答しています。 
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―野菜の摂取量― 

「野菜料理を１日に何皿食べていますか」という質問で、最も多い回答が「１日に

１～２皿」の６４．２％でした。１～２皿とは約７０ｇ～１４０ｇの野菜量を指し、

１日の目標である３５０ｇを下回っています。男女差は、女性が若干多く食べている

ものの、大きな差はみられませんでした。全ての年代別で「１～２皿」が最多の回答

でしたが、２０～３９歳では「ほとんど食べない」が次に続き、４０歳以上の 

「３～４皿」と異なる結果となりました。 

 

 

食生活全体をみると、年代別では若い世代、性別では男性が、朝食から野菜の摂取

量までの各項目で健康的な食生活を送る機会が少ない現状がありました。健康を考え

たバランスのよい食生活を実践することは、全ての人に共通して大変重要であること

から、一人ひとりが食に関する知識や食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

できるよう、年代に合った取組を検討して推進することが必要です。 
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＜みんなと一緒に食を楽しむ＞ 

誰かと一緒に食事をする日が１週間のうち「ほぼ毎日」と回答した人は、７１．３％

でした。「ほぼ毎日」「週に４～５日」「週に１～３日」の人を合計すると、８９．１％

の人が誰かと食事をする日が１週間のうち１日以上ありました。ひとり暮らしの約 

４割の人は、「週に１日以上誰かと食事をする日」がありますが、残り６割の人は「ほ

とんどない」と回答しています。小中学生のお子さんが、家族と一緒に夕食を食べて

いる日が「１週間のうちほぼ毎日」と回答した保護者の割合は８０．１％で、 

「週１～５日」は１６．８％、「ほとんどない」は３．１％でした。 

これらの結果は、東京都が実施した調査結果（一緒が多い、たまにひとり９６．５％、

１人が多い３．２％）と同じ傾向でした。 

誰かと一緒の食事は、食べる喜びや人とのふれあいの中で心に潤いを与えます。家

族、友人だけでなく、地域ぐるみの取組が求められます。 

＜地域でとれた食材を利用する。＞ 

「あきる野市内で生産・収穫される食材を積極的に選んで利用している」と回答し

た人は、５２．６％でした。「利用している」の最も高い年代は、７５歳以上の 

６８．２％で、次いで７０～７４歳の６７．６％、最も低い年代は２０～３９歳の 

２９．９％でした。男性は「利用していない」は５３．６％で、女性は「利用してい

る」が５９．２％でした。 
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 目標と評価指標 

目標  

食を通して心と身体を育む  
  食育を知る、学ぶ、体験する  

  健康を考えたバランスのよい食生活を実践する  

  みんなと一緒に食を楽しむ  

  地域でとれた食材を利用する  

 

評価指標  現状  

食育の意味を理解している人を 

増やす 

食育の意味の理解している人の割合 

５０．８％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

子どもに食材や食事を作ってくれる

人に感謝の心を持つことを 

教えている保護者を増やす 

子どもに食材や食事を作ってくれる人に感謝の心を持つことを 

教えている保護者の割合 

３５．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

食育に関する活動が身近にあると 

感じている人を増やす 

食育に関する活動が身近にあると感じている人の割合 

２８．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

朝食を欠食する人を減らす 

朝食を欠食する大人（２０歳以上）の割合 

１２．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

朝食を欠食する児童、生徒（小学５年、中学２年）の割合 

小５男子１０．４％ 小５女子１０．４％ 

中２男子１０．９％ 中２女子１５．５％ 

（平成２７年度） 

資料「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」 

野菜を食べる量が少ない人を減らす 
野菜を食べる量が少ない人の割合 

６９．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

主食、主菜、副菜を組み合わせて 

食べる人を増やす 

主食、主菜、副菜を組み合わせて食べる人の割合 

６２．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

栄養成分表示を参考にする人 

を増やす 

栄養成分表示を参考にする人の割合 

４７．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

食塩摂取について気をつける人 

を増やす 

食塩摂取について気をつける人の割合 

６６．１％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

家族や友人などと食事をする人 

を増やす 

誰かと一緒に食事をする大人（２０歳以上）の割合 

８９．１％（平成２８年） 

夕食を家族と一緒に食べる児童、生徒（小学生、中学生）の割合 

９６．９％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

あきる野市内でとれた食材を積極的

に利用する人を増やす 

あきる野市産の食材を積極的に利用する人の割合 

５２．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 食育の意味や大切さを家族や友人、地域の人に伝える。 

 子どもと一緒に食事の準備や調理、後片づけをする機会を増やす。 

 食を通じた地域の講座やイベントに参加する。 

 朝食を毎日食べる。 

 ３回の食事に野菜を取り入れる。 

 食材選びや調味料を工夫して薄味を心がけ、塩分摂取に気をつける。 

 自身の食生活をふり返り、バランスのよい食生活になるよう行動する。 

 家族や仲間と楽しく食事をする時間を増やす。 

 季節の行事や記念日、地域のイベントなどを活用し、みんなで食を囲む。 

 直売所や市内の販売店を利用し、あきる野でとれた新鮮な農産物を利用する。 

 あきる野市内でとれた旬の食材を生かして食事を楽しむ。 

 地域の取組 

 健康づくり市民推進委員会、社会福祉協議会など市内の団体が、食を通じた講座や教

室を開催し、食事のマナーや食材・食事を作ってくれる人に感謝の心を持つことを伝

える。 

 食に関する講座やイベントなどの開催情報をみんなに分かりすく発信し、食への関心

を高める。 

 地域に伝わる食材や料理を伝える場を設ける。 

 バランスのよい食習慣が学べる講座や料理教室、地域活動を開催し、地域の方に誘い

合って参加することを促す。 

 家族や仲間と参加できる講座や教室など、食に通じたコミュニケーションが取れる機

会を設ける。 

 農業協同組合や商工会で、あきる野市内で取れる食材の販売や旬についての情報発信

をする。 

 市の取組 

 庁内関係部署（農林課、商工振興課、高齢者支援課、子ども政策課、保育課、学校給

食課、生涯学習推進課、スポーツ推進課等）や市内関係団体（社会福祉協議会、商工

会、農業協働組合、町内会・自治会等）、西多摩保健所と連携し、「食」の取組を進め

る。 

 食や食文化への関心を高めるために、健康づくり市民推進委員会や、めざせ健康あき

る野２１推進会議などの関係機関と連携し、望ましい食習慣や食の文化について、知

識の普及啓発をする。 

 食に関する正しい知識を得ることで「バランスよい食生活」が実践できるように、料

理教室（健康教室）や講座の開催などについて、分かりやすい情報発信に努める。 

 健康相談や各種健康教室の機会を設け、食習慣の改善に向けた相談や指導などの支援

を行う。 

 食に関する教室や講座などを開催し、家族や仲間と協力して料理をつくり、楽しく食

べる機会を提供する。 

 あきる野市内で取れた食材を利用しやすいように、直売所や販売店に簡単に作れるレ

シピの設置や情報提供を行う。 
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領域３-２ 健康的な生活習慣 

身体活動・運動 

 

現代社会において、子どもから高齢者までのあらゆる年代で運動不足が心配されて

います。運動不足（不活発）は、喫煙、高血圧に次いで３番目の病気発症の危険因子

といわれ、実際に身体活動・運動の量が多い人は、少ない人と比べて循環器疾患やが

んなど発症リスクが低くなっていることや、認知症の予防効果があることについても

注目されています。 

また、人の支援が必要となる原因の一番が運動器の障害であるとの調査結果もあり

ます。運動器の障害によって日常生活の動作が困難な状態を意味する「ロコモティブ

シンドローム」については、高齢世代となる前から徐々に進行していくので、年齢を

問わず対策に取り組む必要があります。 

更に、身体を動かすことは、汗を流すことでのストレスの発散となったり、楽しく

人と関わるきっかけとなるなど、心の安定にもつながります。 

第一次推進活動では、めざせ健康あきる野２１推進会議が、誰もが取り組みやすい

ウォーキングを取り上げ「ふれあいウォーク」として実施し、８０回にもなるその集

大成として「ふれあいウォークマップ」を作成しました。また、健康づくり市民推進

委員会による定期的な体操やウォーキングが企画・実践されるなど、市内の身近な場

所で、市民の手による健康づくりの各種運動が楽しく展開されました。 

 現状と課題 

市民の実施状況 

＜運動＞ 

第一次におけるベースライン調査（平成２０年）と最終評価調査（平成２９年）を

比較すると、「過去１年間に１回３０分以上、週２日以上の運動やスポーツをしている

人」が２３．４％から３１．１％に増えています。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、「１回３０分以上の運動を週２回以

上、１年以上実施している人」が３９．４％、年代別では、２０～６４歳が２８．２％、

６５歳以上が５２．７％でした。６５歳以上については、健康日本２１（第二次）に

おける目標値を現段階で超えています。（健康日本２１（第二次）における平成３４年

の目標値は、２０～６４歳：３４％、６５歳以上：５２％）また、社会活動（ボラン

ティア活動や地域活動）をしていない人は、運動を実施していない割合が有意に高い

結果でした。 
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第一次中間評価調査（平成２４年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）では、

今後行いたい運動やスポーツに、回答者全体の６割がウォーキングや散歩をあげてい

ます。また、市民の運動の意識に関する質問では、運動量が適量、十分な時間を取っ

ていると思っている人が２３．４％から３１．１％に増加しています。 

加えて、あきる野市内にある体育施設のおよその年間利用者数は、秋川体育館が平

成１９年度の１３万１千人から平成２７年度は１６万４千人に、五日市ファインプラ

ザが平成１９年度の１４万４千人から平成２７年度は１８万１千人に、屋外体育施設

が平成１９年度の１１万４千人から平成２７年度は１３万８千人（「事務報告書」（市））

といずれも増加し、スポーツ施設利用のニーズも高くなっていると考えられます。 

このように、市民の運動に関する意識や取組は良い結果が示されています。今後は、

実践率の低い若い世代や、仕事をしている人へのサポートが課題となります。 

＜身体活動＞ 

国は「アクティブガイド健康づくりのための身体活動指針」（平成２３年）で、運

動だけではなく、家事や通勤、散歩、買い物など生活活動も身体活動として位置づけ、

毎日１０分多くからだを動かすことを推奨するようになりました（＋１０分：プラス・

テンから始めよう！）。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、身体活動の実施を７１．３％が実施

していると回答し、前述の運動実施よりも高い実施率でした（日常生活で歩く又は同

等の身体活動を１日１時間以上実施している（仕事や家事含む）人の割合）。また、仕

事を持つ人でも７割が実施しており、日頃から身体を動かす意識を持っていることが

うかがえます。 

＜気軽に運動ができる機会がある＞ 

第二次ベースライン調査（平成２８年）で、気軽に運動ができる機会が「あると思

う」と回答した人が６１．０％、「ないと思う」が３６．３％でした。また、「ないと

思う」は、女性（３８．８％）、働き盛り世代（２０～５９歳：４７．７％）、仕事を

もつ人（４３．４％）に多かったことから、それぞれに対し取組が必要です。 

 

 

第二次ベースライン調査（平成２８年）の分析では、運動習慣のある人や気軽に運

動する機会がある人は、主観的健康観である「自分が健康であると感じる」割合が有

意に高いとの結果が得られています。運動が健康づくりを積極的に取り組むきっかけ

となっていることが推察されます。 

 

あきる野市スポーツ推進計画（平成２５年度～平成３２年度） 

『みんなでつくろう「スポーツ都市あきる野」～誰もが元気でスポーツに親しむ健

康なまちを目指して～』を基本理念として、数値目標に成人の週１回以上のスポーツ

実施率７０％（平成２２年は４７．１％）を掲げています。 
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 目標と評価指標 

目標  

コツコツからだを動かし、  

運動を続ける  

 

評価指標  現状  

運動を定期的に実施している

人を増やす 

１年以上毎日３０分以上運動をする人の割合 

３９．４％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

日常生活で、歩く等の運動を 

する人を増やす 

毎日１時間以上の身体活動をする人の割合 

７１．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

気軽にできる運動をする 

機会がある人を増やす 

気軽に運動ができる機会があると思う人の割合 

６１．０％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 毎日の家事、買い物、通勤、散歩などの日課の中で、からだを動かすことを

意識して実行する。 

 親子や家族で、声を掛け合って身体活動･運動をする機会をつくる。 

 自分がやってみたい、また継続できる運動を見つける。 

 歩数計の活用、運動の記録、目標やご褒美を設定するなどの工夫を凝らし、

運動に取り組む意識を高める。 

 地域の取組 

 健康づくり市民推進委員会、高齢者クラブ、体育協会など、地域の団体や施

設において、子どもから高齢者まで多くの市民が運動を体験する様々な機会

を提供する。 

 共に運動する仲間づくりにより、運動の継続を支援する。 

 市の取組 

 身体活動・運動の重要性を広報などで周知する。 

 楽しく歩いて健康づくりをテーマにした「ふれあいウォーク」など、市民が

取り組みやすい運動や身体活動に関する事業を実施する。 

 若い世代、仕事をしている人、高齢者世代など、実践へのサポートが必要な

人に対し、実践しやすい身体活動や運動の提案、地域の運動に関する情報提

供をする。 
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領域３-３ 健康的な生活習慣 

休養・こころの健康 

 

心身の疲労回復と充実した人生のために休養は重要な要素で、まず毎日の生活の中

での十分な睡眠と、ストレスに対して上手に付き合うことが重要です。また、こころ

の不調があるときには、早期に気付き対処することが重要です。 

第一次計画では、子育て世代は「小学生までの子どもは夜１０時までの就寝」、働

き盛り世代は「熟睡感がいつもある人を増やす」、高齢者世代は「適度な睡眠をとって

いる高齢者を増やす」と、世代に合わせた睡眠の目標を掲げました。そして健康イベ

ントや地域での健康講座、広報等で、休養に関する啓発活動に取り組んできました。 

 現状と課題 

睡眠 

第一次ベースライン調査（平成２０年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）の

推移をみると、子育て中の親の睡眠時間は、午後１１時前に就寝している割合が増加

していました（調査回答者：１５．９％から２１．２％に、配偶者：１２．４％から

２０．３％に増加）。子どもの就寝時刻については、１０時までに寝ている第１子と第

２子の割合が、４８．２％と５２．２％で、傾向といえるものは得られませんでした。

また、起床時の熟睡感は、いつもある・ときどきあるとした割合が６２．８％から 

６６．２％と増加しました。 

健康日本２１（第二次）において、睡眠習慣に対し積極的な施策が必要とされ、そ

の後「健康づくりのための睡眠指針２０１４」を出して、睡眠による休養を十分とる

ことと、望ましい睡眠時間は６～８時間であることを示しています。 

市民の現状（第二次ベースライン調査（平成２８年））は、睡眠が６時間に満たな

い人の割合が３９．６％で、その内訳は、男性よりも女性（男性：３５．５％、女性：

４３．１％）、若い世代に睡眠が少ない結果でした（４０～５９歳：５２．４％、 

２０～３９歳：４５．７％、７５歳以上は２３．８％）。 

睡眠の充足感については、現状は７８．４％がとれている（「充分とれている」「ま

あまあとれている」）と回答し、とれていない（「あまりとれていない」「まったくとれ

ていない」）人の割合が多いのは、働き盛り世代（２０～３９歳：２６．１％、 

４０～５９歳：２９．４％）と勤めのある人（勤めのある人２５．８％、勤めのない

人１０．９％）でした。健康日本２１（第二次）の目標である睡眠の充足感がない人

の割合１５％に向け、睡眠の充足感を高める取り組みが重要です。  
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ストレスの対処 

第一次ベースライン調査（平成２０年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）で

は、ストレス解消法があると答えたのは７割で、１０年間での変化は見られませんで

した。第二次ベースライン調査（平成２８年）においては、ストレス対処法がないと

答えた人は２４．３％（男性：２７．３％、女性：２１．８％）で、世代別では、 

７５歳以上（２６．５％）と４０～５９歳（２７．１％）の２つに多い結果でした。 

高齢者世代のストレスには、病気や家族や知人の離縁など、原因を取り除くとこが

難しく、一方で、新しいストレス対処法に挑む難しさや、やってきたことが年齢と共

にできなくなることで新たなストレスを生むなど、この世代に共通の課題があると考

えられます。 

こころの健康 

健康日本２１（第二次）では、こころの病気の代表的な「うつ病」について、早期

発見と早期治療をし、自殺者を減少させる目標が設定されています。 

あきる野市の自殺による死亡者数については、この１０年間では年間９～１９人で

推移し、男性に多い状況です。自殺の原因の背景にはうつ病が多く存在するとの指摘

もあります。第二次ベースライン調査（平成２８年）において、こころの状態を簡易

的なスクリーニング法で見たところ、全回答者の７．５％にうつ病の可能性がありま

した。国の調査（異なるスクリーニング方法を使用）では１０．４％との報告もあり、

うつ病にかかる可能性をもつ人は少なくない現状です。 

今後、一人ひとりのこころの健康づくりの取組に加えて、地域全体で孤立を防ぎこ

ころの病の兆候を逃さず、早期に支え合うことができる地域づくりが必要です。 

 

※うつ病の簡易スクリーニング 

 厚生労働省「うつ対策推進マニュアル」に示されている自己チェックの方法（本書Ｐ９３～ 問２６、

問２７参照）。「生活の充実感がない」「以前は楽にできたことが今ではおっくうに感じられる」「わけ

もなく疲れたような感じがする」など、気持ちの状態に関する５項目のうち２週間以上ほとんど毎日

感じていたものが２つ以上あった人に対し、追加の質問で「そのためにつらい気持ちになったり、毎

日の生活に支障がある」と回答した場合には、うつ病の可能性があるとされています。 
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 目標と評価指標 

目標  

休養をとり、  

こころの健康を維持する  

 

評価指標  現状  

睡眠時間が少ない人を減らす 

平均睡眠時間が６時間未満の人の割合 

３９．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

睡眠で十分に休養をとれてい

る人を増やす 

睡眠による休養が十分とれている人の割合 

７８．４％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

自分に合ったストレス対処法

を持つ人を増やす 

自分なりのストレス対処法がある人の割合 

７２．９％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

うつ傾向や不安の強い人 

を減らす 

うつ状態が疑われる人の割合 

７．５％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 毎日の生活で睡眠を６時間以上とれるよう、就寝時間を設定する。 

 質の良い睡眠がとれるよう、早寝早起きのリズムをつくり、日中の活動性を

高める。 

 自分の気持ちの状態がよくなるなど小さなストレスの対処法も含めて、自分

にとってのストレス対処法をみつける。 

 心身の疲労が重なってきた時には、自己判断せずに早めに専門機関へ相談す

る。 

 地域の取組 

 各種健康づくり事業や健康づくり市民推進委員活動の中で、休養の大切さを

伝える。 

 睡眠不足やこころの不調など、本人が自覚しづらい心身の疲労に周囲が気付

いた時には、声をかけ、相談を勧めるなどサポート体制を整える。 

 市の取組 

 睡眠の大切さや質の良い睡眠のとり方、こころの健康を維持するポイントな

ど、各種健康づくり事業を通して紹介する。 

 健康相談事業等において、普段から市民が気軽に相談できる場を確保し、こ

ころの状態が心配されるときには、早期に専門機関への相談や受診を勧める。 

 こころの健康や病気に関する情報発信を行い、地域で気付き、支え合う意識

の啓発に取り組む。 
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領域３-４ 健康的な生活習慣 

飲酒 

 

飲酒は、楽しみのひとつでもあり、人と人を結ぶ機会にもなるなど暮らしの中で身

近なものです。一方で、飲酒による健康への影響は、多量飲酒によるがん、高血圧、

肝臓病、脂質異常のリスクであったり、妊娠中の胎児への影響、アルコール依存症に

よる精神的・社会的問題などが考えられます。 

健康な毎日を送るために、飲酒量をコントロールし、上手にお酒と付き合うことが

大切です。 

 現状と課題 

飲酒量 

健康日本２１（第二次）では、生活習慣病のリスクを高めるお酒の量を次のように

示しています。 

＜１日あたりの純アルコール摂取量：男性４０ｇ以上、女性２０ｇ以上＞ 

これを日本酒に換算すると、男性２合未満、女性１合未満が適正飲酒の範囲となり

ます。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）において、適正飲酒の範囲にある割合（ほ

とんど飲まない、飲まないと回答した人を除く。）は、男性６６．９％、女性４９．８％

で、東京都※の男性５４．２％、女性３４．５％に比べると男女とも良い数値ですが、

多くの人が病気のリスクを高める飲酒量にありました（※東京都「健康と保健医療に

関する世論調査」平成２８年１０月実施）。年代が若いほど２合以上の割合が高く、ま

た、最も多い量となる５合以上と回答した人は２０～５９歳でした。 
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適正飲酒量の認知度 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、生活習慣病のリスクを高めるお酒の

量を知っている市民の割合は３０．７％でした（男性：３８．１％、女性：２４．５％）。

若い世代では、２０～３９歳：１２．０％、４０～５９歳：２４．７％と低い結果で

したが、６０歳代では約３５％、７０歳代では約４０％に増えます。 
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 目標と評価指標 

目標  

お酒と上手に付き合う  

 

評価指標  現状  

お酒を多量に飲む人を減らす 

１日に、男性なら２合以上、女性なら１合以上飲

む人の割合 

男性３２．１％ 

女性４９．０％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

生活習慣病のリスクを高める

飲酒量を知っている人 

を増やす 

生活習慣病のリスクを高める飲酒量を知っている

人の割合 

３０．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 飲酒がもたらす健康への影響について関心を持ち、適切な飲酒量に関して正

しく理解する。 

 飲酒量をコントロールできない場合には、心の問題と関連付けて、早めに相

談機関を利用する。 

 妊娠中の飲酒は胎児への影響が心配されることを家族全体で理解し、妊婦の

飲酒の機会がないようにする。 

 定期的な健康診断や検査を受け、アルコールによる健康被害を食い止めるよ

う心がける。 

 地域の取組 

 地域全体で健康を害するお酒の飲み方をする人を減らす意識を持つ。間た、

体質的にお酒の飲めない人への配慮をする。 

 皆で声をかけあって地域全体で健康診断の受診を勧める。 

 アルコールに関する心配な状況が見られたときには、医療機関や西多摩保健

所などの相談機関の利用を促し、早期に対応する。 

 市の取組 

 生活習慣病のリスクとなる飲酒量や、妊婦の飲酒について、市民の理解を深

めるよう、健康講座や母親学級、市広報等で周知する。 

 飲酒に関して個別に健康相談等でサポートし、必要な時には、西多摩保健所

や医療機関を紹介し、早期に対処できるよう支援する。 
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領域３-５ 健康的な生活習慣 

喫煙 

 

たばこに含まれる化学物質は４，０００種類以上と言われ、喫煙は、がんや循環器

疾患、糖尿病などの生活習慣病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、歯周病などの生活習

慣病のリスクとなります。中でもがんの発症については、たばこの煙を直接吸い込む

肺だけでなく、口腔や咽頭、食道や胃、腎臓などの全身の臓器にも関連があるとされ

ています。また、妊娠中の胎児への影響や、子どものいる家庭ではぜんそくなどの誘

発のほか、たばこの煙を吸う受動喫煙による様々な健康被害も問題となります。 

市では、第一次計画においては、働き盛り世代の行動目標として「たばこの害につ

いての情報を得て、禁煙の必要性について知る」を掲げました。妊娠期の母親学級で

の助言や、子どもの健診会場でのポスター掲示、がん検診会場での情報コーナーの設

置、広報紙の健康情報「健やか」における健康ワンポイント、禁煙外来の相談への対

応など、喫煙対策に取り組んできました。 

 現状と課題 

喫煙の状況 

第一次ベースライン調査（平成２０年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）で

は、「吸う」割合が２１．２％から１６．４％と減少しています。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、「毎日または時々吸う」が全体で 

１６．７％、男女別では男性２７．６％、女性７．７％で、６５歳を過ぎると喫煙率

が下がる結果でした。 

国・東京都の喫煙率（平成２２年）は、男性は国３２．２％・東京都３０．３％で、

女性は国８．４％・東京都１１．４％で、東京都の女性の喫煙率は国よりも高い結果

でした。 

喫煙の意向 

第二次ベースライン調査（平成２８年）で、喫煙している人への追加質問として、

喫煙の意向を尋ねたところ、「やめたい」は２７．８％、「やめたくない」は２３．５％

でした。「やめたい」は、女性が３９．１％に対し男性は２４．０％と低く、また男性

はやめるよりも本数を減らしたいと思う人が多い結果でした。年代別では、２０～ 

３９歳は「やめたい」が最多（３３．９％）、４０～５９歳はやめたくないと思ってい
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る割合（２７．４％）が他の世代より多く、６０歳以上は本数を減らしたい割合が最

多でした。 

これらの結果を踏まえた効果的な喫煙対策が必要です。 

受動喫煙の問題 

喫煙中に保持するたばこの先から立ち上る煙に加え、喫煙者の口や鼻から吐き出す

煙、喫煙後に衣服や髪、部屋の壁などの付着から発散される物質、灰皿のたばこのく

すぶりによる煙など、いずれも多くの有害物質が含まれており、吸う、吸わないにか

かわらず健康に悪影響を及ぼすことから受動喫煙は問題となります。 

これまで国は、平成１５年に施行された健康増進法で施設の受動喫煙防止の努力義

務を規定し、平成２２年には閣議決定の「新成長戦略」において、平成３２年までに

「受動喫煙のない職場の実現」を掲げています。そして２０２０年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて、受動喫煙対策が急務となっています。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、受動喫煙が健康に影響を及ぼすこと

について」の認知度を回答者全員に質問し、「理解している」「ある程度理解している」

と回答した人は９３．４％で、喫煙の有無で大きな差は見られませんでした。たばこ

の害は全ての人に関わる問題であり、対策の第一歩として問題を理解することが重要

です。 

ＣＯＰＤ認知度 

健康日本２１（第二次）の中では、ＣＯＰＤによる死亡数の増加と、重要な疾患で

ありながら国民に十分認知されていない問題を取り上げています。ＣＯＰＤの一番の

原因は喫煙習慣で、高齢化で過去の喫煙の影響によりさらに病気が増える一方、禁煙

による予防と薬物治療が可能で早期発見・早期治療ができることを説明し、認知度を

８０％まで上げる目標を掲げています。 

第二次ベースライン調査（平成２８年）での認知度は、「知っている」「聞いたこと

がある」は５３．７％、「知らない」が４３．０％、また喫煙者でも「知っている」「聞

いたことがある」は６９．０％と低い状況です。国の認知度調査（インターネット調

査（平成２３年度））で、「どんな病気かよく知っている」「名前はきいたことがある」

の割合は２５．２％、東京都の都民の健康と医療に関する実態と意識調査（平成２６

年）における「知っている」の割合は、男性７．６％、女性１５．６％でした。 

これらの現状を踏まえ、健康日本２１（第二次）と同様に、問題を理解することが

喫煙対策のスタートであると位置づけ、認知度向上に取り組む必要があります。 

 

※ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

 主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患。咳・痰・息切れを主訴として、徐々に

呼吸障害が進行するもので、かつて肺気腫、慢性気管支炎と言われていた疾患が含まれます。 

禁煙による予防と薬物等による治療が可能であり、早期発見による早期治療が求められています。 



第４章 施策の展開 

54 

 

 目標と評価指標 

目標  

たばこによる健康被害を減らす  

 

評価指標  現状  

喫煙する人を減らす 

たばこを吸う人の割合 

１６．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

受動喫煙による健康への影響

を知っている人を増やす 

受動喫煙による健康への影響を知る人の割合 

９３．４％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

ＣＯＰＤを知っている人 

を増やす 

COPDを知る人の割合 

５３．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 喫煙・受動喫煙の健康への影響について、たばこを吸う人も吸わない人も理

解を深める。 

 喫煙者は、喫煙マナーに心がけるとともに自分の喫煙状況を体調チェックや

喫煙指数等で把握し、今後の喫煙について考える機会を持つようにする。 

 禁煙の意思を持つときには、成功できるよう家族や職場のサポートを得て取

り組む。 

 地域の取組 

 喫煙・受動喫煙の健康への影響をお互いに理解できるよう、様々な声かけや

啓発に取り組む。 

 医療機関による禁煙へのサポートを推進する。 

 市の取組 

 喫煙・受動喫煙の健康への影響、ＣＯＰＤについて、世界禁煙デーの活用や

母親学級、健康講座、健康イベント等をとおして広く市民に周知し、禁煙の

意識啓発に取り組む。 

 個別の健康相談事業などで禁煙を考える市民をサポートする。 
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領域３-６ 健康的な生活習慣 

歯・口腔の健康 

 

歯と口腔の健康は、食べる・話すという身体的な機能の維持というだけでなく、お

いしく食べる楽しみや喜びや精神的安定の基盤となる重要な要素です。 

歯の健康については、「８０２０（ハチマルニイマル）運動」として、自分の歯を

８０歳で２０本以上残すことが目標とされてきました。また、平成２３年に施行され

た「歯科口腔保健の推進に関する法律」においても、生涯にわたる歯科疾患の予防、

早期発見・早期治療などの推進が掲げられています。 

歯を失う主な原因はう蝕（むし歯）と歯周病で、子どもの頃から歯科保健に取り組

むとともに、成人期、高齢期は、個人の口の状態にあったケアを行う大切さを理解し、

実践するためにも、歯科医師による検診は欠かせません。市では、地区歯科医師会の

協力を得て、子どもの歯科健診や、歯周病検診、歯の健康講座などに取り組んでいま

す。 

 現状と課題 

歯科受診状況 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、過去１年以内に歯科医院を受診して

いる人は６３．６％で、受診理由は「治療のため」が７２．７％、「検診を目的にして

いる」が２８．８％と少ない結果でした。 

 

 

かかりつけ歯科医 

第一次計画では、かかりつけ歯科医を持つことを推進しています。第一次ベースラ

イン調査（平成２０年）では７０．９％が、第一次最終評価調査（平成２９年）では

７３．１％がかかりつけ歯科医を持っていると回答しています。いずれも４０歳を境

に約半数から７割に増えています。 
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口腔ケア 

第二次ベースライン調査（平成２８年）では、口腔ケアの基本となる歯みがきと清

掃器具の使用について尋ねました。毎日１本ずつ丁寧に歯を磨いている人は３３．３％

で、男性３０．９％、女性３５．３％と、女性の方が多い結果でした。また、週に１

回以上デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人は３７．７％で、男性３０．７％、

女性４３．６％と女性の方が多く、年代では２０～３９歳が２８．６％、４０歳以上

で３４．３％の使用率です。いずれも１年以内に歯科受診をしている人の方が実施し

ている率が高く、歯科医院による指導が効果を上げているといえます。 

 

 

６０歳代の咀しゃく状況 

健康日本２１（第二次）で口腔機能の維持・向上としてあげている目標で、第二次

ベースライン調査（平成２８年）において、６０歳代で「何でもかんで食べることが

できる」と答えた人は７５．４％でした（平成２１年国民健康・栄養調査では、 

７３．４％）。 
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 目標と評価指標 

目標  

口の機能を維持する  
  正しい口腔ケアを行う  

  定期的に歯科医療機関で口腔の状態を確認する  

  う蝕（むし歯）と歯周病を予防する  

  食べたいものを何でも食べることができる  

 

評価指標  現状  

歯を１本ずつ丁寧に磨く人を

増やす 

１本ずつ丁寧な歯みがきをする人の割合 

３３．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

清掃器具を使用した口腔ケア

を実施する人を増やす 

フロスや歯間ブラシを使用する人の割合 

３７．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

過去１年以内に歯科医療機関

を受診した人を増やす 

１年に１回の歯科医療機関を受診する人の割合 

６３．６％（平成２８年） 

歯科検診を受ける人の割合 

１８．３％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

歯周病検診受診率 

１１．６％（平成２８年度） 

資料「歯周病検診受診結果」（市） 

う蝕（むし歯）のない子ども 

を増やす 

むし歯のない３歳児の割合 

３歳児健診 ８７．５％（平成２８年度） 

資料「乳幼児健診情報システム」 

何でもかんで食べることがで

きる６０歳代の人を増やす 

６０歳代で何でもかんで食べることができる人の

割合 

７５．４％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 子どものときから、う蝕（むし歯）予防となる飲食や歯みがきについて関心

をもち、家族で実践する。 

 歯みがき（子どもの場合は親の仕上げ磨きも含む）やデンタルフロス・歯間

ブラシなどの清掃器具を利用して、毎日正しい口腔ケアを進める。 

 歯周病は全身への影響について理解を深め、症状がなくとも１年に１回歯科

医師による歯・口腔のチェックで自分に合った口腔ケアの助言や必要な治療

を受ける。 

 地域の取組 

 健康づくり市民推進委員などによる地域の活動の中で、歯の健康に関する健

康づくり事業の開催や、定期的な歯の検診・受診を勧める。 

 歯や口腔、咀しゃく（食べること）の相談があった際には、歯科医療機関の

受診や市の健康相談などの利用を勧める。 

 市の取組 

 妊娠中からの子どもの歯の健康に関する知識を持って子育てができるよう、

母親学級等で歯の健康に関する情報提供を行う。 

 乳幼児健診や子どもの歯科健診、個別の歯科相談事業などで、歯の健康に関

する具体的なアドバイスを行い、実践をサポートする。 

 地域の歯科医院と連携して歯周病予防検診事業を行い、歯科医師による口腔

チェックを始めるきっかけづくりを継続する。 

 ６月のむし歯予防デーを中心に、健康講座や健康イベント等で広く市民に情

報発信したり取組を呼びかける。 
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領域４ いきがいと地域とのつながり 

いきがいと地域とのつながり 

 

近年、住民同士の助け合いなど、地域のソーシャルキャピタル（地域のつながり）

が注目され、地域のつながりが豊かな人ほど、住民の健康状態が良いことが報告され

ています。少子高齢化や核家族化、ひとり暮らし世帯の増加など家族形態が変化し、

町内会・自治会の加入率も低下してきている中で、より一層地域とのつながりや生き

がいを持つことが大切になります。 

第一次計画では、健康づくり市民推進委員会活動を中心に、町内会・自治会、民生

委員・児童委員、ふれあい福祉委員、高齢者クラブなどの協力を得て、地域イキイキ

元気づくり事業や各種健康づくり活動を実施しました。また、めざせ健康あきる野 

２１推進会議において、市民ボランティアによる健康づくり活動が展開されるなど、

市民が主役となって地域ぐるみで健康づくり活動を繰り広げ「ふれあい いきがい 

元気なまち」の実現に取り組みました。 

 現状と課題 

地域とのつながり 

＜第一次ベースライン調査（平成２０年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）＞ 

日頃の近所との付き合いに関する項目となる「会うと心が落ち着き、安心できる人

がいる」「気持ちが通じ合う人がいる」「評価し認めてくれる人がいる」「困ったときに

手助けしてくれる人がいる」については、いずれも８割程度の人が「はい」と回答し

ています。地域行事への参加については「よく参加している」「ときどき参加している」

人は４割程度で経過しています。いずれも第一次ベースライン調査から最終評価調査

にかけて大きな変化は見られませんでした。 

＜第二次ベースライン調査（平成２８年）＞ 

地域の人とのかかわりについては、「相談し合える人がいる」が１８．８％、「立ち

話をする人がいる」が４０．３％、「あいさつをする人がいる」が３９．４％になりま

す。「地域が困ったときに助け合うと思う」と答えた人は６６．８％でした。 

地域の行事への参加は「よく参加している」「時々参加している」が３８．６％、

現在、健康づくり活動やボランティア活動・地域活動に「よく活動している」「時々活

動している」割合は２１．２％となっています。 
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健康づくり市民推進委員会活動 

健康づくり市民推進委員会では、町内会・自治会単位の活動や近くの町内会・自治

会が合同で行うブロックごとの活動を行い、年間延べ７千人が健康づくり活動に参加

しています。また、推進委員会全体で企画・運営し、毎年実施している健康イベント

「健康のつどい」は、平成２８年度までで第２１回を数えました。 

 

地域イキイキ元気づくり事業 

地域イキイキ元気づくり事業は、年齢を問わず誰もが参加できる健康づくり事業と

して、健康づくり市民推進委員を中心に、町内会・自治会、ふれあい福祉委員、民生

委員・児童委員などの地域役員の協力を得て開催しています。平成１２年１月に１か

所を立上げ、その後も会場を増やし、平成２９年度は４９会場で月１回程度行ってい

ます。平成２８年度の実施回数は５０２回、参加者は延べ７，９６５人になりました。 

＜参加者アンケート＞ 

平成２８年度に、参加者に実施したアンケートでは、参加者の９割が６０歳以上で、

約８割が女性でした。自分の健康状態（主観的健康感）は、「よい」「まあよい」の回

答が９３．７％で、他の調査結果と比較しても大変高い割合でした（領域１参照）。 

地域イキイキ元気づくり事業に参加する人は、主観的健康観が高く、参加者のほと

んどが「ふれあいの場」「安心の場」と評価していることから、仲間づくりをしながら

の健康づくり活動として成果が表れているものと言えます。 

 

 

平成２５年度「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査報告書」

において、「相談し合える人がいる」「立ち話をする人がいる」が、２０～６４歳、 

６５歳以上ともに区市町村平均に比べ高い割合でした。特に６５歳以上の女性は 

８１．３％で、地域のボランティア・趣味のグループへの参加状況も６６．７％と、

都内で１位の割合でした。 

一方で、市のアンケート調査では、地域とのつながりはあるものの、健康づくり活

動やボランティア活動・地域活動に参加する人は２割程度であり、地域イキイキ元気

づくり事業を始め、健康づくり市民推進委員会活動の参加者は、高齢世代や女性が多

い結果となっています。今後は、男性や幅広い世代の参加を促すことが課題となりま

す。また、少子高齢化や核家族化、町内会・自治会未加入率が増えているなどの時代

背景と、様々な住民ニーズに合わせ、つながりやいきがいを重視した、幅広い健康づ

くり活動が必要です。そのためにも、町内会・自治会、民生委員・児童委員、ふれあ

い福祉委員、高齢者クラブ、体育協会や子育ての関係機関などとの連携を図りながら、

健康づくり活動を進めていくことが大切です。 
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 目標と評価指標 

目標  

地域とのつながりを深め、  

いきがいを持つ  

 

評価指標  現状  

日頃から近所付き合いがある

人を増やす 

近所と付き合いがある人の割合 

５９．１％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

困った時の助け合いに 

関する意識を高める 

 

住んでいる地域は、 

困った時に助け合い・支えあう、と思う人の割合 

６６．８％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

地域行事へ参加する人 

を増やす 

地域行事へ参加する人の割合 

３８．６％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

市の健康づくり事業の 

実施・参加状況を増やす 

地域イキイキ元気づくり事業参加者数 

７，９６５人（平成２８年度） 

資料「事務報告書」（市） 

地域で活動している団体の数

及び年間活動数を増やす 

健康づくり市民推進委員会の活動の参加者数 

６，３７７人（平成２８年度） 

資料「事務報告書」（市） 

地域活動（健康づくり活動、 

高齢者クラブなど）で活動する

人を増やす 

地域活動をする人の割合 

２１．２％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 日頃からお互い様の意識を持ち、困ったときに助け合える関係づくりを心が

ける。 

 地域行事に参加し、世代を超えた交流を持つ。 

 地域活動や自分に合った趣味活動や健康づくり活動の場に参加する。 

 交流活動の場の情報を周囲の人に伝える。 

 地域イキイキ元気づくり事業などの市の健康づくり事業に参加する。 

 自分の得意なことを地域活動の中で活用し活動の活性化に役立てる。 

 地域の取組 

 町内会・自治会活動をはじめ、高齢者クラブや各組織・団体の地域の活動の

中で交流活動を推進する。 

 民生委員・児童委員は母子や高齢者とのつながりを持ち困った時に相談しや

すい関係づくりをすすめる。 

 健康づくり市民推進委員会活動は、地域のつながりやいきがいづくりを大切

にしながら活動を進める。 

 行政の取組 

 地域にあるつながりやいきがいの場の把握に努め、市民が活用できるように

情報提供に努める。 

 「地域のつながり・いきがい」を重視した健康づくり活動を推進する。 

 市民のニーズの把握や地域･関係機関への理解をもとめ、地域と協働で幅広く

浸透する健康づくり活動を推進する。 
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領域５-１ 生活習慣病の発症予防 

がん 

 

昭和５６年から、がんは日本人の死因第１位となり続け、３人に１人が命を落とし、

２人に１人が、がんにかかる時代といわれています。 

あきる野市においても死因の第１位が続いており、平成２７年のがんによる死亡者

は２０５人、部位別にみると、男性は１位が肺がん、次いで大腸がん、胃がん、女性

は１位が大腸がん、次いで胃がん、肺がん、乳がんの順でした。 

市で行っているがん検診は、健康増進法による５つ（胃、大腸、肺、乳、子宮）と、

市独自実施の前立腺を合わせた６つを実施しています。また、市民がより検診を受け

やすくなるように、市内の身近な会場での検診や、セット検診、土曜・日曜日の検診

を実施しており、更に、市民ボランティアの協力により受診中に子どもを預かる「ち

ょこっとサポート」の実施など、多くの改善に取り組んできました。 

 現状と課題 

死亡率の比較 

７５歳未満年齢調整死亡率（間接法）を用いて東京都と比較すると、男女とも低い

傾向にあります。 

 

全がん７５歳未満年齢調整死亡率 （単位人口１０万対） 

＜男性＞ 

区分 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

あきる野市 92.3 83.7 84.6 82.7 

東京都 102.9 102.1 98.2 95.5 

＜女性＞ 

区分 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

あきる野市 68.4 72.4 54.6 55.9 

東京都 61.8 60.7 60.4 58.4 

資料：「とうきょう健康ステーション」（東京都ＨＰ） 
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※年齢調整死亡率（間接法） 

年齢調整死亡率は、年齢構成が異なる自治体間での死亡率や、特定の年齢に偏在する死因別死亡率

などについてその年齢構成の差を取り除いて比較する場合に用いるもので、集団の規模が大きい（人

口１０万人程度）に用いる直接法に対し、間接法は規模が小さい場合に有効とされる。７５歳以上の

死亡を除くことで壮年期死亡の減少を高い精度で評価できる。 

 

がん検診受診率・精密検査受診率 

検診受診率は、女性のがん（乳・子宮）が大きく伸びています。また、検診結果で

精密検査が必要となった時の精密検査の受診率は、平成２７年に個別の受診勧奨を行

い、東京都の目標値である７０％を超えたものが、胃・肺・乳で、大腸・子宮は６０％

台と改善しています。 

 

 

 

がん検診の精度管理 

 

 実施しているがん検診の精度を高くし、がんの早期発見という目的を果たすものに

なるよう、検診の精度管理が必要です。国のがん対策の前進とともに、平成２８年に

「がん予防重点教育及びがん検診のための指針」の改正が行われ、今後更に、新たな検

診方法が確立される可能性もあるなど、がん検診をめぐる様々な状況の変化が考えら

れます。 
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 目標と評価指標 

目標  

がんから身を守る  
  がんによる死亡を減らす  

  定期的にがん検診を受け、身体の状態を確認する  

 

評価指標  現状  

がんにより亡くなる人 

を減らす 

７５歳未満のがんの年齢調整死亡率 

男性８２．７ 

女性５５．９（平成２７年） 

資料「とうきょう健康ステーション」（都） 

がん検診を受診する人 

を増やす 

がん検診受診率 

胃がん １６．７％ 

肺がん １５．３％ 

大腸がん ３５．９％ 

子宮頸がん ３０．６％ 

乳がん ３４．０％（平成２７年） 

資料「とうきょう健康ステーション」（都） 

要精密検査の判定となった人

のうち、精検検査を受診する人

を増やす 

がん検診要精検者の精密検査受診率 

胃がん ８７．２％ 

肺がん ７７．０％ 

大腸がん ６８．６％ 

子宮頸がん ６３．６％ 

乳がん ８５．１％（平成２７年） 

資料「とうきょう健康ステーション」（都） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 がん検診のメリット・デメリットを理解して、自分にあった検診を定期的に

受診し、がんの早期発見に努める。 

 がん検診で異常所見が出た際には直ぐに精密検査を受診し、からだの状態の

把握に努める。 

 家族で検診受診など、皆で声かけ、サポートして受診ができる体制をつくる。 

 がんの予防について関心を持ち、毎日の生活習慣で予防対策に取り組む。 

 地域の取組 

 検診を必要とする人が受診できるよう、声かけ、情報提供をする。 

 検診が受診しやすくなるよう、市民同士のサポート体制を整え検診が受診し

やすい環境をつくる。 

 市の取組 

 市民が受診しやすいがん検診を検討し実施する。 

 早期発見により、がんによる死亡を減らすため、がん検診の有効性や精度に

ついて情報を収集する。 

 がん予防につながるよう、がんの予防や早期発見についての情報を市民へ発

信する。 

 要精検者が適切な検査、治療を受けられるように情報を提供する。 



第４章 施策の展開 

68 

 

領域５-２ 生活習慣病の発症予防 

その他の生活習慣病など 

 

脳血管疾患と循環器疾患は、がんと並んで私たちの命の危険をもたらしているとと

もに、発症後には生活上の困難さを生じ介護を必要とする状態をもたらすなど、健康

寿命に大きく関係する病気です。その危険因子となるものが、高血圧、脂質異常症、

糖尿病などいわゆる生活習慣病です。これらの生活習慣病の予防と早期発見に欠かせ

ないものが定期的な健診の受診です。 

 現状と課題 

平成２０年度からは「市民健康診査」に変わり、保険者の義務による「特定健康診

査（以下特定健診）」や、市独自の３５～３９歳までの生活習慣病予防健診を実施して

きました。 

健診は、身近な医療機関で、かかりつけ医によるアドバイスを受けることができる

ため、生活習慣改善のきっかけとなる機会となっています。また、健診結果で保健指

導対象域にある方には、生活習慣の改善を図るため「特定保健指導」を行っています。

健診や保健指導は健康状態を把握し、生活習慣を見直し、健康的な生活を送るきっか

けとなるため、今後の健康寿命の延伸に重要となります。 

第一次の推進において、各種健診事業の周知として、町内会・自治会での回覧やポ

スターの掲示、健康づくり市民推進委員による声かけなど、地域の協力を得て実施し

てきました。また、市民がより健（検）診を受けやすくなるよう、特定健診と一部が

ん検診の同時受診などの健（検）診体制の整備に取り組んできました。健診後の特定

保健指導事業のほかにも、健診後の生活習慣の振り返りなどを支援する健康相談を実

施しています。今後も健（検）診の受診率の向上とともに、健康的な生活習慣を身に

つけるきっかけづくりとなる支援事業を進める必要があります。 

  



第４章 施策の展開 

69 

 

特定健診・特定保健指導の状況 

特定健診受診率及び特定保健指導実施率（KDB：国保データベースシステムより） 

特定健診の受診率は年々増加し、平成２７年度では５０％を超え、国の３６．０％、

東京都の４１．８％を大きく上回っています。年代別にみると、４０歳代は約２５％

で、年代が上がるほど高くなり、６５歳を超えると約６０％となっています。また特

定保健指導の実施率は約２割前後となっています。 

生活習慣病の予防は、４０歳代の若い頃から行うことが重要です。発症や重症化予

防のためには、自分の健康状態を把握し、必要に応じて生活習慣の改善をすることが

求められるため、若い年代層が健診受診につながる周知や取組の工夫が必要です。 

 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合 

（国保データベースシステム（ＫＤＢ）より） 

メタボリックシンドロームの該当者・予備軍は、都の割合とほぼ同等です。 

 

その他検査値の状況 

保健指導判定値に該当する割合 

(受診者総数) 

平成２５年度 

（８，７４４人） 

平成２６年度 

（９，００９人） 

平成２７年度 

（８，７９２人） 

血圧(収縮期 130mmHg 以上､ 

   又は拡張期 85mmHg 以上) 
４５．７％  ４６．４％ ４２．１％ 

脂質異常(中性脂肪 150mg/dl以上 

又はHDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満) 
２０．７％ ２１．３％ １８．１％ 

血糖(HbA1c（ＮＧＳＰ）5.6%以上 ) ４６．０％ ５６．５％ ５３．８％ 

※保健指導判定値は、生活習慣の改善を勧める「特定健診保健指導」対象者を把握する基準値 

（市健診データより） 

高血圧症、脂質異常症、糖尿病などに関連する検査項目で、基準値を超える人の割

合は、血糖が約半数の５０％前後、血圧は約４５％前後、脂質は約２０％前後となっ

ています。 

医師の判定 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

あきる野市 東京都 あきる野市 東京都 あきる野市 東京都 

予備軍 １０．８％ １０．６％ １０．８％ １０．６％ １０．９％ １０．７％ 

該当者 １４．５％ １５．７％ １５．４％ １５．９％ １５．０％ １６．１％ 
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市民アンケートからみる健診の受診状況 

<第一次ベースライン調査（平成２０年）及び第一次最終評価調査（平成２９年）＞ 

過去１年間に健診を受けたか質問したところ、平成２０年から平成２９年では、 

７５．２％から８３．４％と、「受診した」と答えた人が増加しました。 

＜第二次ベースライン調査（平成２８年）＞ 

過去１年間に、健診等（健康診断、人間ドックなど）を受けたかどうか、また、受

けていない人にはその理由を聞きました。（健診にはがん検診、妊産婦健診、歯の健診、

病院や診療所で行う診療としての検査は含まない注釈を添えました。） 

受けた人は７７．７％でした。受けていない人は、年代別では２０～３９歳の 

３４．０％と７５歳以上の２４．４％が多く、また勤めのない人は２８．７％で（勤

めのある人は１６．２％）、未受診が多い結果でした。健診未受診の理由では、「必要

な時はいつでも受診できるから」が最多（４１．４％）、次いで「時間がとれなかった

から」（２３．３％）となり、「知らなかった」は１．９％と少ない結果でした。また、

「時間がとれない」を理由としたのは女性が多く（女性：２５．２％、男性２０．１％）、

「健康に自信があり必要性を感じない」を理由としたのは男性に多くありました（男

性：１７．３％、女性：８．８％）。 

 

 

 

このように、あきる野市民の健診受診状況の数値は良くなっていますが、未だ健診

を受けていないと思われる数値は２割以上（特定健診においては半数程度）となって

います。未受診理由を参考に、更に受診率を向上する取組を進める必要があります。 
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統計からみる脳血管疾患 

男女ともに、脳血管疾患の死亡率が、国、東京都より高い傾向が続いています。 

心疾患は国、東京都と比べ特に高い傾向ではありません。 

脳血管疾患対策では、高血圧、脂質代謝異常を予防し動脈硬化の進行を抑えること、

また、発症の早期発見と早期治療で、できるだけ麻痺などの合併症を防ぐことが目標

となります。そのためには、自分の体の状況を把握するための健診を定期的に受診す

ることや、高血圧などで治療が必要な人が受診と治療を継続すること、また、脳卒中

の発症時のサインについての理解を深め、適切な行動ができるようにしていくことが

必要です。 

 

脳血管疾患の標準化死亡比※（平成２６年）  

 東京都を１００とした場合の比 

 

区分 あきる野市 東京都 

男 160.2 100.0 

女 156.3 100.0 

資料「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所） 

※標準化死亡比（Ｐ１２）参照 
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 目標と評価指標 

目標  

生活習慣病を防ぐ  
  定期的に健康診断を受ける  

  健康的な生活習慣を送る  

 

評価指標  現状  

健康診断を受診する人を 

増やす 

特定健康診査受診率 

５１．０％（平成２７年度） 

資料「特定健診等データ管理システム」（国保連） 

後期高齢者医療制度健康診査受診率 

５１．９％（平成２７年度） 

資料「事務報告書」（市） 

健診を受診する人の割合 

７７．７％（平成２８年） 

資料「第二次ベースライン調査」（市） 

メタボリックシンドロームの

該当者及び予備軍の人を 

減らす 

特定健康診査における 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合 

該当者１５．０％ 

予備軍１０．９％（平成２７年度） 

資料「特定健診等データ管理システム」（国保連） 

血圧の有所見者を減らす 

特定健康診査における血圧(収縮期 130mmHg以上､ 

   又は拡張期 85mmHg 以上)の者の割合 

４２．１％（平成２７年度） 

資料「健診結果」（市） 

糖尿病の有所見者を減らす 

特定健康診査における 

HbA1c(NＧSP)5.6％以上の者の割合 

５３．８％（平成２７年度） 

資料「健診結果」（市） 

各種健康づくり事業に 

参加する人を増やす 

各種健康づくり事業の参加者数 

健康教育事業の総参加者数１，１８８人 

健康相談事業の総参加者数１，２３６人（平成２８年度） 

資料「事務報告書」（市） 

特定保健指導に参加する人 

を増やす 

特定保健指導実施率 

１５．３％（平成２７年度） 

資料「特定健診等データ管理システム」（国保連） 

脳血管疾患により亡くなる人

を減らす 

脳血管疾患の標準化死亡比 

男性１６０．２ 

女性１５６．３（平成２６年） 

資料「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所） 
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 取組 

 

 市民の取組 

 病気の発生や症状について関心を持ち理解を深める。 

 治療する病気がない場合には、定期的に健診(特定健診など)を受け、自分のか

らだの状態を把握する。 

 健診結果から、自分に必要な生活習慣の改善や医療機関を受診する。 

 家族や身近な人に健診受診を勧める。 

 日頃から減塩や運動、規則正しい生活習慣など、健康的な生活習慣を心がけ

る。 

 症状がみられた時には早期に医療機関を受診する。 

 地域の取組 

 病気について理解が深まるよう、健康講座などの情報を発信する場を増やす。 

 健康づくり市民推進委員や町内会・自治会など地域ぐるみで健診受診を呼び

かける。 

 受診が必要だと思われる人がいたら声をかけ、医療機関への受診を勧める。 

 医療機関は関係機関と連携し健康に関する情報提供や健診事業の充実を図る。 

 市の取組 

 病気についての情報や、健康的な生活習慣についての情報を発信する。 

 多くの市民が健（検）診事業を受けやすいものになるよう、健診未受診状況

などを参考に各年代にあった周知し受診率向上に努める。 

 医師会など健診事業の関係機関と連携し、より良い健診体制を検討する。 

 各種データを活用し、生活習慣病予防の取組を検討する。 
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 市民及び関係機関、行政の協働による推進活動 

 健康増進計画の推進活動は、これからも市民とまち全体での取組の双方から、次の

３つを柱に、共に連携をとりながら進めていきます。 

 

①あきる野市健康づくり推進協議会 

 市民の健康の保持・増進を図り、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するこ

とを目的に平成９年に設置され、識見を有する者、地域医療を担当する者、各種団体

の代表者、市民の代表、関係行政機関職員等２０人以内の委員で構成されています。

（あきる野市健康づくり推進協議会設置要綱（Ｐ１０９）参照） 

 

②あきる野市健康づくり市民推進委員会 

地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図ることを目

的に、平成８年からあきる野市健康づくり市民推進委員会として、町内会長及び自治

会長から推薦を受け市長が委嘱した委員で構成されています。（あきる野市健康づくり

市民推進委員会設置要綱（Ｐ１１４）参照） 

 

③めざせ健康あきる野２１推進会議 

「めざせ健康あきる野２１推進会議」を開催し、市民が中心となって健康なまちの

実現に向けた健康づくり活動の企画・運営をしていきます。市民のだれもが参画でき

る場です。（めざせ健康あきる野２１（第一次）推進活動（Ｐ１１６）参照） 

 

 計画の進行管理・評価 

計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・改善）の考え

に基づき行います。また、社会情勢の変化等により見直しが必要な場合には柔軟に対

応します。計画最終年度の平成３９年（西暦２０２７年）には、市民アンケート調査

により、本計画の最終評価をします。 

 

 

ＰＬＡＮ 
計画 

ＤＯ 
実施 

ＣＨＥＡＫ 
評価 

ＡＣＴＩＯＮ 
改善 
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 第二次ベースライン調査 

概要 

○対象者と選定方法 

住民基本台帳における平成２８年４月１日現在のあきる野市の地区、年齢（５歳刻み）、

性別の人口比率に合わせ、平成２８年４月１日現在２０歳以上の市民３，０００人を

無作為抽出した。 

○調査時期 

平成２８年１１月１日（火）から平成２８年１１月３０日（水）まで 

○回収数と利用数 

回 収：１，６９１件（回収率：５６．４％） 

集計利用：１，６５６件 

不 備：３５件（白紙の回答、年齢対象外の回答、年齢・性別・地域の記載なし） 

結果 

問１ あなたの性別をお答えください。 

項目 対象者 回答 構成比 

男性 1,495 755 45.6% 

女性 1,505 901 54.4% 

合計 3,000 1,656 100％ 

問２ あなたの年齢をお答えください。※年齢基準日（平成２８年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 歳未満は 54.2％、65 歳以上が 45.8％でした。 

 健康増進法対象者（40 歳～64 歳まで）は 39.6％でした。 

 

項目 対象者 回答 構成比 

20～39歳 729 241 14.6% 

40～59歳 1,023 506 30.6% 

60～64歳 241 150  9.1% 

65～69歳 304 212 12.8% 

70～74歳 255 207 12.5% 

75歳以上 448 340 20.5% 

合計 3,000 1,656 100％ 
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問３ あなたのお住まいはどちらですか。 

項目 対象者 回答 構成比 

草花,菅生,瀬戸岡,原小宮,平沢,平沢東,平沢西 712 387 23.4% 

雨間,野辺,小川,小川東,二宮,二宮東,切欠,秋川,秋留 1,010 534 32.2% 

引田,渕上,上代継,下代継,牛沼,油平 471 271 16.4% 

山田,上ノ台,網代,伊奈,横沢,三内 377 216 13.0% 

五日市,小中野,留原,高尾,舘谷,入野,小和田,深沢 365 208 12.6% 

戸倉,乙津,養沢 65 40  2.4% 

合計 3,000 1,656 100％ 

 

 

 

 

問４ あなたの家族構成は次のどちらにあたりますか。 

8.8%

8.3%

9.1%

3.3%

5.9%

10.7%

9.4%

11.1%

14.1%

29.9%

33.5%

26.9%

7.5%

15.4%

36.0%

45.8%

51.7%

41.5%

50.3%

48.6%

51.7%

80.1%

69.2%

47.3%

35.4%

26.1%

26.5%

9.4%

8.2%

10.4%

7.1%

7.5%

5.3%

7.5%

9.2%

17.1%

1.6%

1.3%

1.9%

2.1%

2.0%

0.7%

1.9%

1.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ひとり暮らし 夫婦のみ 親と子 親と子と孫 その他
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問５ あなたのお仕事は次のどちらにあたりますか。 

27.0%

41.9%

14.5%

52.7%

49.4%

30.0%

6.1%

3.4%

1.5%

17.5%

8.9%

24.6%

21.6%

24.7%

19.3%

26.4%

9.7%

2.1%

9.0%

12.7%

5.9%

4.1%

11.7%

11.3%

9.4%

7.2%

8.2%

19.3%

0.4%

35.1%

11.6%

11.1%

24.0%

26.4%

30.9%

23.2%

26.2%

35.0%

18.9%

3.7%

3.2%

15.3%

31.6%

48.3%

64.4%

0.9%

1.1%

0.8%

6.2%

0.2%

0.1%

0.2%

0.5%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

勤め（常勤） 勤め（パート・アルバイト） 自営業・家事手伝い 専業主婦・主夫 無職 学生 無回答

 

 男性は、勤めのある人（常勤、パート・アルバイト、自営業・家事手伝い）は 63.4％、

無職が 35.0％でした。 

 女性は、勤めのある人（同じ）が 45.1％、専業主婦が 35.1％でした。 

 

問６ あなたはご自分の健康状態をどのように感じていますか。 

23.9%

27.2%

21.2%

32.0%

22.7%

24.7%

21.7%

22.7%

21.8%

58.6%

55.9%

60.8%

58.5%

61.5%

60.7%

58.5%

57.0%

54.4%

14.0%

13.6%

14.3%

9.5%

12.8%

12.0%

13.7%

16.9%

18.2%

3.1%

3.2%

3.1%

2.6%

2.0%

6.1%

2.9%

5.0%

0.4%

0.1%

0.6%

0.4%

0.7%

0.5%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答

 

 健康状態が良い方（よい・まあよい）とした割合は 82.5％でした。 

 年代が上がるほど健康状態が良い方（よい・まあよい）の割合は減少しています。 
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問７ あなたはかかりつけ医をお持ちですか。 

65.6%

62.3%

68.4%

36.1%

52.4%

62.7%

75.5%

81.2%

91.8%

34.2%

37.5%

31.4%

63.9%

47.0%

37.3%

24.5%

18.8%

7.9%

0.2%

0.3%

0.2%

0.6%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 

問８ あなたはかかりつけ歯科医をお持ちですか。 

73.3%

66.9%

78.7%

54.8%

70.0%

72.0%

78.3%

85.5%

81.5%

26.4%

32.8%

21.0%

45.2%

30.0%

28.0%

21.7%

14.0%

17.4%

0.3%

0.3%

0.3%

0.5%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 年齢区分別にみると、60 歳未満の年代で、かかりつけ医ある割合は 47.1％、 

かかりつけ歯科医が 65.1％と、上の年代よりも低い状況でした。 
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問９ あなたは過去１年間に、健診等(健康診断、人間ドック等)を 

受けたことがありますか。 

77.7%

81.5%

74.5%

66.0%

82.2%

78.0%

82.1%

80.2%

74.7%

22.0%

18.4%

25.1%

34.0%

17.8%

22.0%

17.5%

19.3%

24.4%

0.3%

0.1%

0.4%

0.5%

0.5%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ある ない 無回答

 

 働き盛り世代（20～59 歳）で受けていない割合は 23.0％、高齢者世代（65 歳以

上）で受けていない割合は 21.1％でした。 
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問１０ 問９で ない と答えた方のみご回答ください。受けなかった理由は 

次のうちどれですか。（複数回答設問） 

全体＝問９でないと答えた者 365 

知らなかったから 7 

時間がとれなかったから 85 

費用がかかるから 47 

健康状態に自信があり、必要性を感じないから 44 

心配な時はいつでも医療機関を受診できるから 151 

めんどうだから 54 

その他 50 

無回答 11 

 

1.9%

2.2%

1.8%

3.7%

1.1%

0.0%

2.7%

5.0%

0.0%

23.3%

20.1%

25.2%

34.1%

44.4%

15.2%

13.5%

5.0%

6.0%

12.9%

11.5%

13.7%

34.1%

6.7%

15.2%

5.4%

7.5%

3.6%

12.1%

17.3%

8.8%

13.4%

10.0%

0.0%

10.8%

17.5%

15.7%

41.4%

34.5%

45.6%

18.3%

26.7%

48.5%

56.8%

50.0%

66.3%

14.8%

14.4%

15.0%

22.0%

20.0%

15.2%

8.1%

12.5%

6.0%

13.7%

14.4%

13.3%

11.0%

17.8%

21.2%

16.2%

12.5%

8.4%

3.0%

4.3%

2.2%

4.9%

2.2%

0.0%

2.7%

2.5%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全体(n=365)

男性(n=139)

女性(n=226)

20～39歳(n=82)

40～59歳(n=90)

60～64歳(n=33)

65～69歳(n=37)

70～74歳(n=40)

75歳以上(n=83)

知らなかったから

時間がとれなかったから

費用がかかるから

健康状態に自信があり、

必要性を感じないから

心配な時はいつでも医

療機関を受診できるから

めんどうだから

その他

無回答

 

 最も多い「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」は、高い年代で多く

「時間がとれなかったから」は若い世代で多い結果でした。 
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問１１ あなたは、朝食を食べていますか。 

86.4%

83.8%

88.6%

71.4%

80.4%

90.7%

92.0%

96.1%

94.7%

7.6%

7.8%

7.4%

19.1%

10.9%

2.7%

4.2%

1.9%

2.4%

5.0%

7.2%

3.1%

9.1%

7.9%

6.7%

2.8%

1.0%

0.6%

1.0%

1.2%

0.9%

0.4%

0.8%

0.9%

1.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

毎日食べる ときどき食べる 食べない 無回答

 

 朝食を「毎日食べる」は 86.4％、「食べない」が 5.0％ありました。若い世代ほど、

「毎日食べる」が少ない結果でした。 

 

問１２ あなたは誰かと一緒に食事をする日は 

一週間のうち何日くらいありますか。 

71.3%

67.5%

74.5%

72.2%

68.8%

62.7%

76.9%

73.4%

73.5%

8.3%

9.9%

7.0%

11.6%

11.9%

11.3%

8.0%

4.8%

1.8%

9.5%

10.1%

9.1%

10.8%

11.3%

16.0%

4.7%

7.7%

7.4%

9.7%

11.1%

8.4%

5.0%

7.5%

9.3%

9.0%

13.0%

14.7%

1.1%

1.3%

1.0%

0.4%

0.6%

0.7%

1.4%

1.0%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ほぼ毎日 週４～５日 週１～３日 ほとんどない 無回答
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問１３ あなたは主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を 

１日に２回以上食べるのは、一週間のうち何日くらいありますか。 

62.3%

57.2%

66.6%

41.5%

53.6%

58.7%

69.8%

72.9%

80.6%

17.8%

19.5%

16.4%

22.4%

19.6%

21.3%

19.3%

15.9%

10.6%

12.4%

12.8%

12.1%

24.1%

15.8%

14.7%

5.7%

7.2%

5.6%

6.3%

9.3%

3.8%

11.6%

10.3%

5.3%

4.2%

2.4%

0.6%

1.1%

1.2%

1.1%

0.4%

0.8%

0.9%

1.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ほとんど毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどない 無回答

 

 「ほとんど毎日」は、男性 57.2％、女性 66.6％で、年代が下がるほど「ほとんど

ない」割合が増加し、20～39 歳の「ほとんどない」は 11.6％でした。 
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問１４ あなたは普段、野菜料理を１日に何皿食べていますか。 

１皿の目安は、下の写真を参考にしてください。 

野菜炒め、ポトフなどの主となるおかず（主菜）になるような野菜の 

多い料理は、２皿分（１４０ｇ）と数えます。 

 

おひたし（70ｇ）   生野菜サラダ（70ｇ） 

5.5%

7.7%

3.7%

12.0%

6.1%

6.0%

3.3%

3.4%

2.4%

64.2%

68.3%

60.7%

73.0%

65.8%

62.7%

67.0%

58.9%

57.6%

22.9%

18.3%

26.7%

10.8%

21.1%

26.0%

24.5%

27.5%

28.8%

5.2%

3.6%

6.5%

3.7%

4.7%

4.0%

3.8%

6.8%

7.4%

1.0%

0.8%

1.2%

1.4%

1.3%

1.9%

1.2%

1.2%

1.3%

1.1%

0.4%

0.8%

1.4%

1.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ほとんど食べない １～２皿 ３～４皿 ５～６皿 ７皿以上 無回答

 

 全ての世代で 1～2 皿が最多でした。性別、年代で大きな差はみられませんでした。 
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問１５ あなたは外食したり、食品を購入するときに、 

栄養成分表示を参考にしていますか。 

12.6%

9.5%

15.1%

8.7%

11.3%

12.7%

14.2%

13.0%

15.9%

35.1%

27.3%

41.7%

34.0%

32.6%

28.0%

41.0%

36.7%

38.2%

33.1%

35.4%

31.2%

31.5%

33.2%

40.7%

37.3%

33.3%

27.9%

15.8%

24.0%

9.0%

24.1%

20.6%

18.0%

5.7%

13.0%

10.0%

1.6%

2.1%

1.1%

1.2%

1.8%

0.7%

2.9%

2.1%

1.8%

1.7%

1.9%

0.4%

0.6%

1.9%

1.0%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

よく参考にしている ときどき参考にしている あまり参考にしていない

まったく参考にしていない 表示があることを知らない 無回答

 

 「よく参考にしている」「ときどき参考にしている」割合は、男性36.8％、女性56.8％

で、女性の方が高い結果でした。 

 

問１６ あなたは普段の食事で、食塩の摂取について気をつけていますか。 

66.1%

56.3%

74.4%

41.5%

55.7%

69.3%

79.7%

82.1%

79.4%

32.8%

42.5%

24.6%

58.1%

43.7%

30.7%

19.3%

16.9%

17.6%

1.1%

1.2%

1.0%

0.4%

0.6%

0.9%

1.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 「はい」の割合は、男性 56.3％、女性 74.4％で、「はい」が「いいえ」を上回るの

は、40 歳以上の年代でした。 
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問１７ あなたは「食育」という言葉を知っていますか。 

50.8%

38.8%

60.9%

48.5%

56.9%

52.7%

48.1%

43.5%

48.8%

35.7%

42.8%

29.7%

42.3%

35.0%

32.7%

35.8%

41.5%

29.7%

12.2%

17.1%

8.1%

8.7%

7.5%

14.7%

14.6%

13.0%

18.5%

1.3%

1.3%

1.2%

0.4%

0.6%

1.4%

1.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

言葉の意味を知っている 内容は知らないが聞いたことはある 知らない 無回答

 

 「言葉の意味を知っている」割合は、男性 38.8％、女性 60.9％でした。 

 

問１８ あなたは食育に関する活動に取り組む機会が、身近にありますか。 

28.3%

21.9%

33.7%

16.2%

27.1%

26.0%

29.2%

38.6%

32.9%

70.2%

76.6%

64.8%

83.4%

72.3%

72.7%

69.8%

59.9%

62.9%

1.5%

1.6%

1.4%

0.4%

0.6%

1.3%

0.9%

1.4%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ある ない 無回答

 

 年代が上がるほど、「ある」の割合が高く、70～74 歳が 38.6％と最も高く、 

20～39 歳の 16.2％が最も低くなりました。 
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問１９ あなたはあきる野市で生産・収穫される食材を 

積極的に選んで利用していますか。 

52.6%

44.8%

59.2%

29.9%

42.7%

54.7%

60.8%

67.6%

68.2%

45.9%

53.6%

39.4%

69.7%

56.7%

45.3%

37.7%

30.4%

27.6%

1.5%

1.6%

1.4%

0.4%

0.6%

1.4%

1.9%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

利用している 利用していない 無回答

  

 「利用している」割合は、男性 44.8％、女性 59.2％で、年代別では、75 歳以上が

68.2％と最も高く、20～39 歳が 29.9％と最も低い結果でした。 

 

問２０ あなたは１回３０分以上の運動を 

週２日以上、１年以上実施していますか。 

39.4%

44.4%

35.3%

21.2%

26.5%

45.3%

52.8%

53.1%

52.4%

57.6%

52.2%

62.2%

78.4%

72.3%

52.0%

43.9%

42.5%

41.2%

3.0%

3.4%

2.6%

0.4%

1.2%

2.7%

3.3%

4.3%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 実施している人は、男性 44.4％、女性 35.3％、20～64 歳で 28.2％、65 歳以上が

52.7％でした。 
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問２１ あなたは日常生活において、歩く又は同等の身体活動を１日１時間以上 

実施していますか。（仕事や家事などで身体を動かすことを含む） 

71.3%

66.8%

75.1%

73.4%

65.4%

70.7%

70.3%

79.2%

74.7%

26.2%

30.2%

22.9%

26.1%

33.4%

27.3%

26.4%

16.9%

20.6%

2.5%

3.0%

2.0%

0.4%

1.2%

2.0%

3.3%

3.9%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 実施している人は 71.3％で、女性が男性よりも多くなっています。 

 年代別では、40～59 歳が 65.4％が最も少なくなっています。 

 

問２２ あなたは日頃、気軽に運動ができる機会があると思いますか。 

※機会とは、体育施設などの場や地域の活動、個人で行う体操や 

ウォーキングなどをふくみます。 

61.0%

63.4%

58.9%

49.8%

52.4%

69.3%

72.2%

72.5%

64.1%

36.3%

33.2%

38.8%

49.8%

46.6%

28.0%

24.1%

23.2%

30.6%

2.7%

3.3%

2.2%

0.4%

1.0%

2.7%

3.8%

4.3%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

あると思う ないと思う 無回答

 

 あると答えた割合は、60 歳以上で高くなり、働き盛り世代（20～59 歳）が低い

状況です。 
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問２３ あなたの過去１ヶ月の１日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。 

7.3%

5.3%

9.0%

10.0%

10.3%

4.0%

7.5%

4.8%

3.8%

32.3%

30.2%

34.1%

35.7%

42.1%

33.3%

31.1%

25.1%

20.0%

33.9%

34.4%

33.4%

33.6%

33.0%

39.3%

36.3%

35.3%

30.6%

16.8%

19.6%

14.5%

12.9%

9.7%

16.7%

18.9%

24.6%

24.4%

5.5%

5.7%

5.3%

5.8%

3.4%

4.7%

2.4%

4.8%

11.2%

1.4%

1.6%

1.3%

1.7%

0.4%

0.5%

1.0%

4.4%

2.7%

3.2%

2.3%

0.4%

1.2%

2.0%

3.3%

4.3%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

５時間未満 ５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満

８時間以上９時間未満 ９時間以上 無回答

 

 6 時間未満は、全体で 39.6％、女性 43.1％で男性 35.5％よりも多く、働き盛り世

代（20～59 歳）が 50.2％と多い結果でした。 

問２４ あなたは過去１ヶ月、睡眠によって休養が十分にとれていますか。 

23.0%

25.2%

21.2%

17.4%

14.0%

21.3%

25.9%

21.3%

40.3%

55.4%

54.4%

56.3%

53.9%

52.2%

60.7%

59.0%

65.7%

50.6%

17.6%

16.6%

18.4%

26.1%

29.4%

15.3%

10.8%

9.2%

4.1%

1.5%

0.8%

2.1%

2.1%

3.4%

0.7%

0.9%

2.5%

3.0%

2.0%

0.4%

1.0%

2.0%

3.3%

3.9%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

充分とれている まあまあとれている あまりとれていない まったくとれていない 無回答

 

 とれていない（あまりとれていない・まったくとれていない）は、若い世代に多

い結果でした。 
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問２５ あなたは自分なりのストレス対処法がありますか。 

72.9%

69.3%

76.0%

75.9%

71.7%

76.0%

78.8%

72.5%

67.9%

24.3%

27.3%

21.8%

23.7%

27.1%

22.0%

17.9%

22.7%

26.5%

2.8%

3.4%

2.2%

0.4%

1.2%

2.0%

3.3%

4.8%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

ある ない 無回答

 

 男性の 27.3％はストレス対処法が「ない」とし、年代別では 40～59 歳の 27.1％

が「ない」と答え、最も多い結果でした。 
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問２６ あなたは次の（１）から（５）の項目について、２週間以上、ほとんど

毎日感じていたものに、○をつけてください。 

全体＝１項目以上回答した者 908 

（１）毎日の生活に充実感がない 262 

（２）これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった 205 

（３）以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる 666 

（４）自分が役に立つ人間だと思えない 179 

（５）わけもなく疲れたような感じがする 453 

１項目も回答がなかった者 748 

 

28.9%

13.9%

15.0%

5.5%

10.5%

2.0%

3.1%

3.6%

4.2%

22.6%

9.8%

12.8%

3.3%

6.9%

1.4%

2.1%

3.1%

5.7%

73.3%

29.7%

43.6%

7.3%

20.9%

5.8%

9.0%

10.5%

19.8%

19.7%

8.8%

10.9%

3.5%

6.2%

0.9%

2.1%

2.0%

5.1%

49.9%

21.6%

28.3%

9.4%

18.0%

3.1%

4.7%

5.5%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全体(n=908)

男性(n=396)

女性(n=512)

20～39歳(n=122)

40～59歳(n=269)

60～64歳(n=65)

65～69歳(n=105)

70～74歳(n=126)

75歳以上(n=221)

毎日の生活に充実感がない

これまで楽しんでやれていたことが、楽しくなくなった

以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる

自分が役に立つ人間だと思えない

わけもなく疲れたような感じがする

 

 最も多かった「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる」は、

男性よりも女性に、年代別では 40～59 歳と 75 歳以上に多くありました。 
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問２７ 問２６で、２項目以上○があった方にお聞きします。 

そのために、つらい気持ちになったり、毎日の生活に支障が 

ありましたか。 

24.9%

20.1%

28.5%

31.1%

26.9%

12.1%

26.4%

20.7%

23.2%

33.8%

36.4%

31.9%

20.3%

26.9%

39.4%

37.7%

41.4%

45.5%

39.4%

41.1%

38.2%

48.6%

45.5%

45.5%

34.0%

34.5%

27.7%

1.8%

2.4%

1.4%

0.6%

3.0%

1.9%

3.4%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=497)

男性(n=209)

女性(n=288)

20～39歳(n=74)

40～59歳(n=167)

60～64歳(n=33)

65～69歳(n=53)

70～74歳(n=58)

75歳以上(n=112)

はい いいえ 何ともいえない 無回答

 

 「はい」は、男性 20.1％より女性 28.5％が多く、年代別では、20～39 歳 31.1％

が最も多い結果でした。  
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問２８ あなたは週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を 

飲みますか。 

17.5%

30.5%

6.5%

6.6%

20.2%

21.3%

20.3%

20.8%

15.6%

6.4%

9.9%

3.4%

3.3%

6.3%

12.7%

9.4%

5.3%

4.7%

5.9%

7.9%

4.2%

6.2%

7.5%

6.0%

7.1%

4.3%

3.5%

7.5%

8.1%

7.1%

11.2%

10.7%

7.3%

5.7%

2.9%

4.4%

6.8%

6.4%

7.2%

14.1%

8.5%

6.0%

3.3%

3.9%

3.5%

17.9%

13.8%

21.3%

25.3%

18.4%

17.3%

15.6%

17.4%

13.8%

2.4%

3.4%

1.4%

2.1%

0.8%

0.7%

2.8%

4.3%

4.1%

33.9%

18.1%

47.1%

29.9%

25.9%

28.0%

35.4%

39.1%

47.1%

1.8%

1.9%

1.7%

1.2%

1.8%

0.7%

0.5%

1.9%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

毎日 週５～６日 週３～４日 週１～２日 月に１～３日 ほとんど飲まない やめた 飲まない（飲めない） 無回答

 

 「毎日」飲むと答えた人は、男性が女性より約 4.7 倍多い結果でした。 

問２９ 問２８で、毎日、週５～６日、週３～４日、週１～２日、月に１～３日

に○をつけた方にお聞きします。 

お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。 

清酒に換算し、当てはまる番号に○をつけてください。 

37.8%

31.2%

49.8%

26.0%

31.6%

35.0%

33.0%

46.8%

63.9%

33.9%

35.7%

30.7%

32.0%

31.6%

40.0%

42.3%

37.7%

26.9%

19.2%

23.4%

11.3%

23.0%

24.2%

20.0%

20.6%

9.1%

8.3%

5.1%

4.9%

5.4%

11.0%

7.8%

1.3%

1.0%

2.6%

0.9%

1.5%

1.7%

1.2%

2.0%

1.5%

3.8%

2.1%

1.5%

2.1%

0.4%

5.0%

2.2%

1.1%

1.1%

1.2%

1.0%

1.1%

1.0%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=731)

男性(n=474)

女性(n=257)

20～39歳(n=100)

40～59歳(n=269)

60～64歳(n=80)

65～69歳(n=97)

70～74歳(n=77)

75歳以上(n=108)

１合 １合以上２合未満 ２合以上３合未満 ３合以上４合未満 ４合以上５合未満 ５合以上 無回答

 

 飲酒量の多い割合は、男性が高くなっています。 

 適正飲酒量は、男性 2 合未満、女性 1 合未満とされていますが、その範囲にある

人は、男性 66.9％、女性 49.8％でした。 
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問３０ 「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、清酒に換算し、男性は 

一日二合以上、女性は一日一合以上であることを知っていましたか。 

30.7%

38.1%

24.5%

12.0%

24.7%

34.7%

37.3%

44.0%

39.1%

62.5%

55.5%

68.4%

85.9%

72.7%

64.0%

58.5%

46.9%

42.1%

6.8%

6.4%

7.1%

2.1%

2.6%

1.3%

4.2%

9.2%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 「知っている」は、男性 38.1％、女性 24.5％でした。 

 働き盛り世代（20～59 歳）は、20.6％と低くなりました。 
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問３１ あなたはたばこを吸いますか。 

15.3%

25.2%

7.1%

21.6%

21.3%

20.0%

9.0%

11.6%

6.2%

1.4%

2.4%

0.6%

1.7%

1.8%

2.0%

1.4%

1.4%

0.3%

6.2%

8.2%

4.6%

10.0%

6.9%

3.3%

7.1%

5.3%

3.8%

75.8%

63.4%

86.2%

66.8%

69.2%

74.7%

81.6%

79.7%

86.8%

1.2%

0.8%

1.6%

0.8%

0.9%

1.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

毎日吸っている 時々吸う日がある 以前は吸っていたが、１ヶ月以上吸っていない 吸わない 無回答

 

 吸う（毎日吸っている・時々吸う日がある）は、男性 27.6％・女性 7.7％で、 

年代別では、20～39 歳の 21.6％が最も多く、65 歳を過ぎると減少しています。 

 

問３２ 問３１で１又は２と答えた方のみご回答ください。 

たばこをやめたいと思いますか。 

27.8%

24.0%

39.1%

33.9%

26.5%

24.2%

27.3%

29.6%

22.7%

34.3%

36.1%

29.0%

26.8%

29.1%

42.4%

45.5%

37.0%

54.5%

23.5%

23.1%

24.6%

21.4%

27.4%

18.2%

18.2%

22.2%

22.7%

12.6%

14.4%

7.2%

17.9%

14.5%

15.2%

4.5%

7.4%

1.8%

2.4%

2.6%

4.5%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=277)

男性(n=208)

女性(n=69)

20～39歳(n=56)

40～59歳(n=117)

60～64歳(n=33)

65～69歳(n=22)

70～74歳(n=27)

75歳以上(n=22)

やめたい 減らしたい やめたくない わからない 無回答

 

 「やめたい」「減らしたい」は、およそ 6 割の人が思っている結果でした。 
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問３３ あなたは受動喫煙（たばこを吸っている人以外の人がたばこの煙を吸う

こと）が健康に影響を及ぼすことについて、理解していますか。 

70.4%

70.6%

70.1%

78.0%

70.8%

74.0%

67.9%

71.5%

63.5%

23.0%

25.2%

21.2%

19.9%

26.3%

24.0%

25.0%

20.8%

20.0%

2.0%

2.0%

2.0%

0.4%

1.2%

0.7%

2.4%

2.4%

4.4%

4.6%

2.3%

6.7%

1.7%

1.8%

1.3%

4.7%

5.3%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

理解している ある程度は理解している 理解していない 無回答

 

 「理解している」「ある程度は理解している」は 93.4％でした。 

 

問３４ あなたは慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を知っていますか。 

25.2%

25.0%

25.4%

23.7%

27.1%

24.0%

25.0%

26.1%

23.8%

28.4%

30.3%

26.9%

22.4%

22.9%

28.7%

34.4%

35.3%

32.9%

43.0%

42.4%

43.5%

53.1%

48.2%

46.0%

37.7%

35.7%

34.4%

3.3%

2.3%

4.2%

0.8%

1.8%

1.3%

2.8%

2.9%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

 

 「知っている」「聞いたことがある」は 53.7％でした。 
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問３５ あなたは過去１年以内に、歯科医院を受診しましたか 

63.6%

61.6%

65.3%

53.1%

61.7%

65.3%

69.3%

72.5%

64.1%

35.3%

37.6%

33.4%

46.9%

37.7%

34.7%

29.7%

26.6%

32.6%

1.1%

0.8%

1.3%

0.6%

0.9%

1.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

はい いいえ 無回答

 

 20～39 歳の若い世代は低く、40 歳を超えると増えています。 

 

問３６ 問３５で１と答えた方のみご回答ください。 

あなたが歯科医院を受診した理由は何ですか。 

全体＝問３５ではいと回答した者 1,053 

１ 治療のため 766 

２ 検診など 303 

無回答 5 

 

72.7%

76.6%

69.7%

68.8%

68.6%

71.4%

72.8%

73.3%

81.2%

28.8%

24.9%

31.8%

30.5%

32.4%

30.6%

30.6%

30.0%

19.7%

0.5%

0.2%

0.7%

0.8%

0.3%

0.0%

0.7%

0.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1053)

男性(n=465)

女性(n=588)

20～39歳(n=128)

40～59歳(n=312)

60～64歳(n=98)

65～69歳(n=147)

70～74歳(n=150)

75歳以上(n=218)

治療のため

検診など

無回答
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問３７ あなたは１本ずつ丁寧に歯を磨くことがありますか。 

33.3%

30.9%

35.3%

27.0%

30.0%

34.7%

35.8%

38.6%

37.1%

36.8%

34.0%

39.1%

44.0%

43.7%

30.7%

37.7%

31.4%

26.8%

26.6%

32.6%

21.5%

29.0%

25.7%

31.3%

24.5%

26.1%

25.6%

3.4%

2.5%

4.1%

0.6%

3.3%

1.9%

3.9%

10.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

毎日ある たまにある ない 無回答

 

 「毎日ある」は全体の 3 割程度で、「ない」は男性 32.6％、女性 21.5％でした。 

 

問３８ 週に１回以上、デンタルフロスや歯間ブラシを使用していますか。 

37.7%

30.7%

43.6%

28.6%

39.7%

38.7%

40.6%

44.0%

35.3%

58.9%

66.6%

52.4%

71.4%

59.7%

58.7%

57.5%

52.7%

53.5%

3.4%

2.6%

4.0%

0.6%

2.7%

1.9%

3.4%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

使用している 使用していない 無回答

 

 「使用している」は、男性 30.7％、女性 43.6％と女性に多い結果でした。 
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問３９ ６０歳以上の方のみお答えください。あなたのかんで食べるときの 

状態について、次のうち当てはまるものはどれですか。 

69.1%

71.3%

67.1%

80.7%

71.7%

72.0%

60.6%

25.9%

23.0%

28.3%

16.7%

24.5%

23.7%

32.1%

2.5%

3.6%

1.6%

1.3%

2.8%

2.9%

2.6%

0.6%

0.5%

0.6%

0.5%

1.2%

2.0%

1.7%

2.3%

1.3%

0.9%

1.0%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=909)

男性(n=422)

女性(n=487)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある かめない食べ物が多い

かんで食べることはできない 無回答

 

 「何でもかんで食べることができる」は、7 割程度でした。 
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問４０ あなたは現在、健康づくり活動や高齢者クラブ、福祉活動、子育て支援、

スポーツ指導、防犯・防災、環境などのボランティア活動や地域活動を

していますか。 

8.6%

11.5%

6.1%

4.1%

4.3%

9.3%

12.7%

13.0%

12.4%

12.6%

13.1%

12.2%

7.5%

12.6%

14.0%

14.2%

18.4%

11.2%

7.5%

8.2%

7.0%

5.0%

7.1%

5.3%

10.4%

7.2%

9.4%

69.3%

65.3%

72.7%

82.2%

75.1%

70.7%

61.3%

59.4%

62.1%

1.9%

1.9%

2.0%

1.2%

0.8%

0.7%

1.4%

1.9%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

よく活動している 時々活動している あまり活動していない 活動していない 無回答

 

 「よく活動している」「時々参加している」は、男性が多く、70 歳代が最も多くな

っています。 

 

問４１ あなたはお住まいの地域の行事（町内会・自治会の行事、市のイベント

等）に、どの程度参加していますか。 

11.8%

16.0%

8.3%

5.4%

7.7%

13.3%

15.1%

16.9%

16.8%

26.8%

25.0%

28.3%

21.2%

25.5%

26.7%

32.1%

29.5%

27.9%

22.3%

21.7%

22.8%

19.5%

22.9%

22.7%

22.2%

22.7%

22.9%

37.6%

35.8%

39.1%

52.7%

42.9%

36.7%

29.2%

29.5%

29.4%

1.5%

1.5%

1.6%

1.2%

1.0%

0.7%

1.4%

1.4%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

よく参加している 時々参加している あまり参加していない 全く参加していない 無回答

 

 「よく参加している」「時々参加している」は、年代が上がると高くなっています。 
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問４２ あなたは地域の人とどの程度かかわりを持っていますか。 

全体＝有効回答者全員 1,656 

相談し合える人がいる 312 

立ち話をする人がいる 667 

あいさつをする人がいる 653 

つきあいはない 140 

無回答 24 

 

18.8%

15.1%

22.0%

10.4%

9.5%

18.0%

23.6%

24.2%

32.9%

40.3%

35.8%

44.1%

19.9%

35.6%

46.0%

44.3%

53.6%

48.5%

39.4%

40.5%

38.5%

53.5%

47.6%

36.0%

29.7%

32.4%

29.1%

8.5%

10.2%

7.0%

15.8%

10.3%

9.3%

7.5%

2.9%

4.1%

1.4%

1.6%

1.3%

1.2%

0.8%

0.7%

0.9%

1.0%

3.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

相談し合える人がいる

立ち話をする人がいる

あいさつをする人がいる

つきあいはない

無回答

 

 「つきあいはない」とした人は 8.5％で、男性 10.2％、女性 7.0％の割合でした。 
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問４３ あなたのお住まいの地域は、困ったときに助け合い、支えあうと 

思いますか。 

23.6%

23.3%

23.9%

16.2%

17.0%

23.3%

22.2%

25.1%

38.8%

43.2%

44.4%

42.2%

44.0%

47.0%

41.3%

46.2%

39.6%

37.9%

8.8%

9.7%

8.1%

6.6%

7.1%

12.0%

10.4%

14.5%

7.1%

6.9%

6.9%

7.0%

8.3%

7.7%

8.7%

4.7%

7.7%

5.0%

16.1%

14.4%

17.5%

23.7%

20.4%

14.0%

15.6%

11.6%

8.5%

1.3%

1.3%

1.3%

1.2%

0.8%

0.7%

0.9%

1.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1656)

男性(n=755)

女性(n=901)

20～39歳(n=241)

40～59歳(n=506)

60～64歳(n=150)

65～69歳(n=212)

70～74歳(n=207)

75歳以上(n=340)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない 無回答

 

 「そう思う・どちらかといえばそう思う」は、66.8％で、若い世代(20～39 歳)でも

60.2％ありました。 
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問４４ 満４歳から満１２歳までのお子さんの保護者の方のみお答えください。 

 

（１）お子さんは朝食を毎日食べていますか。 

97.5%

93.9%

100.0%

97.0%

100.0%

100.0%

97.7%

96.9%

93.3%

100.0%

2.5%

6.1%

3.0%

2.3%

3.1%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=283)

４歳(n=33)

５歳(n=21)

６歳(n=33)

７歳(n=28)

８歳(n=27)

９歳(n=43)

１０歳(n=32)

１１歳(n=30)

１２歳(n=36)

はい いいえ

 

 「食べない」が少なからずありました。 

 

（２）週一回はお子さんの歯に仕上げ磨きをしていますか。 

55.1%

97.0%

85.7%

78.8%

78.6%

51.9%

48.8%

46.9%

16.7%

8.3%

44.5%

3.0%

14.3%

18.2%

21.4%

48.1%

51.2%

53.1%

83.3%

91.7%

0.4%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体:(n)=283

４歳:(n)=33

５歳:(n)=21

６歳:(n)=33

７歳:(n)=28

８歳:(n)=27

９歳:(n)=43

１０歳:(n)=32

１１歳:(n)=30

１２歳:(n)=36

はい いいえ 無回答

 

 「仕上げ磨きをしない」が、小学生低学年(8 歳)で約半数、11 歳で大きく増えてい

ます。 
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問４５ 満４歳から満１２歳までのお子さんの保護者の方のみお答えください。 

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がありますか。 

24.7%

22.7%

26.1%

27.8%

23.9%

45.7%

49.3%

43.2%

44.4%

46.8%

50.0%

100.0%

26.3%

26.7%

26.1%

25.0%

25.7%

100.0%

100.0%

50.0%

3.2%

1.3%

4.5%

2.8%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=186)

男性(n=75)

女性(n=111)

20～39歳(n=72)

40～59歳(n=109)

60～64歳(n=1)

65～69歳(n=1)

70～74歳(n=2)

75歳以上(n=1)

ある まあまあある あまりない ない

 

 女性が「ない」の割合が多くなっています。 

 

問４６ 満４歳から満１２歳までのお子さんの保護者の方のみお答えください。 

あきる野市でこれからも子育てをしていきたいと思いますか。 

45.2%

48.6%

42.9%

44.4%

44.0%

100.0%

100.0%

50.0%

100.0%

41.9%

40.5%

42.9%

45.8%

40.4%

50.0%

10.2%

6.8%

12.5%

6.9%

12.8%

2.2%

4.1%

0.9%

2.8%

1.8%

0.5%

0.0%

0.9%

0.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=186)

男性(n=74)

女性(n=112)

20～39歳(n=72)

40～59歳(n=109)

60～64歳(n=1)

65～69歳(n=1)

70～74歳(n=2)

75歳以上(n=1)

そう思う まあまあ思う あまり思わない 思わない 無回答

 

 していきたい（そう思う・まあまあ思う）は、87.1％となっています。 
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問４７ 小学生、中学生のお子さんの保護者の方のみお答えください。 

お子さんは、夕食を家族と一緒に食べていますか。 

80.1%

73.3%

85.5%

92.2%

76.1%

100.0%

100.0%

100.0%

9.7%

12.8%

7.3%

3.9%

12.3%

7.1%

11.6%

3.6%

2.0%

8.7%

50.0%

3.1%

2.3%

3.6%

2.0%

2.9%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=196)

男性(n=86)

女性(n=110)

20～39歳(n=51)

40～59歳(n=138)

60～64歳(n=2)

65～69歳(n=1)

70～74歳(n=2)

75歳以上(n=2)

ほぼ毎日 週４～５日 週１～３日 ほとんどない

 

 「毎日」は男性より女性の方が多くなっていますが、「ほとんどない」も女性の方

が多い結果でした。 
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問４８ 小学生、中学生のお子さんの保護者の方のみお答えください。 

あなたの家庭ではお子さんに食に関することで何を教えていますか。 

主なものを３つまで選んで、番号に○をつけてください。 

全体＝この設問に回答した者 191 

１ 食べる前の手洗い 98 

２ 食べるときのあいさつや姿勢、はしの持ち方 157 

３ 残さず食べることや好き嫌いなく食べること 145 

４ 食品の栄養について 41 

５ 簡単な食事作り 38 

６ 食材や食事を作ってくれる人に感謝の心を持つこと 68 

７ 郷土料理・伝統料理について 3 

８ その他 5 

 

51.3%

59.8%

45.0%

39.6%

55.1%

50.0%

100.0%

100.0%

0.0%

82.2%

82.9%

81.7%

93.8%

77.9%

100.0%

100.0%

50.0%

100.0%

75.9%

80.5%

72.5%

79.2%

75.7%

50.0%

100.0%

50.0%

50.0%

21.5%

12.2%

28.4%

16.7%

22.1%

0.0%

0.0%

100.0%

50.0%

19.9%

20.7%

19.3%

10.4%

24.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

35.6%

30.5%

39.4%

45.8%

30.9%

0.0%

100.0%

100.0%

50.0%

1.6%

1.2%

1.8%

0.0%

1.5%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.6%

1.2%

3.7%

2.1%

2.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=191)

男性(n=82)

女性(n=109)

20～39歳(n=48)

40～59歳(n=136)

60～64歳(n=2)

65～69歳(n=1)

70～74歳(n=2)

75歳以上(n=2)

食べる前の手洗い

食べるときのあいさつや姿勢、はしの持ち方

残さず食べることや好き嫌いなく食べること

食品の栄養について

簡単な食事作り

食材や食事を作ってくれる人に感謝の心を持つこと

郷土料理・伝統料理について

その他

 

 「食べるときのあいさつや姿勢、はしの持ち方」「残さず食べることや好き嫌いな

く食べること」の２つが多くなっています。 
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 あきる野市健康づくり推進協議会設置要鋼 

平成８年４月１日 

通達第１７号 

改正 平成９年７月２５日通達第３２号 

平成１９年３月３０日通達第２３号 

平成２０年３月２８日通達第２４号 

（目的及び設置） 

第１条 市民の健康の保持及び増進を図り、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するため、

あきる野市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その結果を市

長に報告する。 

（１） 市民の健康づくりの推進に関する事項 

（２） 健康的な食生活を推進するための啓発に関する事項 

（３） 健康づくりのための組織及び市民の自主的活動の育成に関する事項 

（４） あきる野市健康増進計画の推進及び管理に関する事項 

（５） その他市民の健康増進に必要な事項 

（平１９通達２３・一部改正） 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 識見を有する者 

（２） 地域医療を担当する者 

（３） 各種団体の代表者 

（４） 市民の代表 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 市職員 

（平１９通達２３・全改） 

（委嘱等） 

第４条 委員は、市長が委嘱又は任命する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任

を妨げない。 

（謝礼） 

第６条 第３条第１号から第４号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。 

（平１９通達２３・追加） 

（役員） 

第７条 協議会に、次に掲げる役員を置く。 

（１） 会長 １人 

（２） 副会長 １人 

２ 役員は、委員の中から互選する。 

（平１９通達２３・旧第６条繰下） 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（平１９通達２３・旧第７条繰下） 

（会議） 

第９条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。 

（平１９通達２３・旧第８条繰下） 
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（部会） 

第１０条 第２条に規定する事項を効率的に協議するため、協議会の下に部会を設置することが

できる。 

２ 前項の部会に関する事項は、会長が定める。 

（平１９通達２３・追加） 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

（平９通達３２・一部改正、平１９通達２３・旧第９条繰下、平２０通達２４・一部改

正） 

附 則（平成９年通達第３２号） 

この要綱は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成１９年通達第２３号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年通達第２４号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
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＜あきる野市健康づくり推進協議会委員名簿＞ 

区 分 氏 名 役 職 等 

第３条第１号委員 

（識見を有する者） 

嶋 澤  順 子 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 地域看護学 教授 

酒 井  治 子 東京家政学院大学 現代生活部 健康栄養学科 教授 

第３条第２号委員 

（地域医療を担当する者） 

小 机  敏 昭 あきる野市医師会 会長(平成２９年８月まで) 

下 村  智 あきる野市医師会 会長(平成２９年１１月から) 

布 田  博 秋川歯科医師会 副会長 

第３条第３号委員 

（各種団体の代表者） 

網 代  和 夫 あきる野市町内会・自治会連合会 会長代行副会長 

石 村  八 郎 あきる野市民生・児童委員協議会 秋川第一地区 会長 

倉 田  克 治 あきる野市社会福祉協議会 会長 

皆川  三千男 あきる野市高齢者クラブ連合会 副会長 単位クラブ 会長 

伊 井  晴 美 あきる野商工会 女性部 常任委員 

石 塚  葉 子 NPO法人あきる野市体育協会 常務理事 

関根  富美子 あきる野市民間保育園園長会 

富 岡  里 奈 秋川農業協同組合 指導経済部 営農生活課 

伊 東  満 子 あきる野市健康づくり市民推進委員会 会長 

第３条第４号委員 

（市民の代表） 

奈 良  義 直 公募市民 

森 下  節 子 公募市民 

吉田  榮久夫 公募市民 

上 杉  秀 子 公募市民 

第３条第５号委員 

（関係行政機関の職員） 
渡 部  裕 之 東京都西多摩保健所長 

第３条第６号委員 

（市職員） 

佐 藤  幸 広 あきる野市 教育部 生涯学習担当部長 

大 出  英 祐 あきる野市 健康福祉部長 
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 あきる野市健康増進計画策定検討委員会設置要綱 

 （目的及び設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定に基づき、あ

きる野市健康増進計画（以下「計画」という。）を策定するに当たり、広く市民及

び幅広い関係者の参画の下に諸課題の検討を行うため、あきる野市健康増進計画策

定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、そ

の結果を市長に報告する。 

 （１） 市民の健康の増進の推進に関する基本的な方針に関すること。 

 （２） 市民の健康寿命の延伸等を実現するための施策に関すること。 

 （３） 市民の食育の推進に関する施策に関すること。 

 （４） 母子保健に関すること。 

 （５） その他計画の策定に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

 （１） 識見を有する者 

 （２） 市民の代表 

 （３） 保健医療関係者 

 （４） 各種団体の代表者 

 （５） 関係機関の職員 

 （６） 市職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条の規定による報告を終了したときに満了する。 

 （謝礼） 

第５条 第３条第１号から第４号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支

払う。 

 （役員） 

第６条 委員会に、次に掲げる役員を置く。 

 （１） 委員長 １人 

 （２） 副委員長 １人 

２ 役員は、委員の中から互選する。 

 （役員の職務） 

第７条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第８条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くこ

とができる。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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＜あきる野市健康増進計画策定検討委員会委員名簿＞ 

区 分 氏 名 役 職 等 

第３条第２項第１号委員 

（識見を有する者） 

嶋 澤  順 子 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 地域看護学 教授 

酒 井  治 子 東京家政学院大学 現代生活部 健康栄養学科 教授 

第３条第２項第２号委員 

（市民の代表） 

奈 良  義 直 公募市民 

森 下  節 子 公募市民 

吉田 榮久夫 公募市民 

上 杉  秀 子 公募市民 

第３条第２項第３号委員 

（保健医療関係者） 

小 机  敏 昭 あきる野市医師会 会長(平成２９年８月まで) 

下 村  智 あきる野市医師会 会長(平成２９年１１月から) 

布 田  博 秋川歯科医師会 副会長 

第３条第２項第４号委員 

（各種団体の代表者） 

網 代  和 夫 あきる野市町内会・自治会連合会 会長代行副会長 

石 村  八 郎 あきる野市民生・児童委員協議会 秋川第一地区 会長 

倉 田  克 治 あきる野市社会福祉協議会 会長 

皆川 三千男 あきる野市高齢者クラブ連合会 副会長 単位クラブ 会長 

伊 井  晴 美 あきる野商工会 女性部 常任委員 

石 塚  葉 子 NPO法人あきる野市体育協会 常務理事 

関根 富美子 あきる野市民間保育園園長会 

富 岡  里 奈 秋川農業協同組合 指導経済部 営農生活課 

伊 東  満 子 あきる野市健康づくり市民推進委員会 会長 

第３条第２項第５号委員 

(関係機関の職員) 
渡 部  裕 之 東京都西多摩保健所長 

第３条第２項第６号委員 

（市職員） 

佐 藤  幸 広 あきる野市教育部生涯学習担当部長 

大 出  英 祐 あきる野市健康福祉部長 
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 あきる野市健康づくり市民推進委員会設置要鋼  

平成８年５月３１日 

通達第３５号 

改正 平成９年７月２５日通達第３２号 

平成２０年３月２８日通達第２４号 

平成２４年８月２９日通達第３２号 

（目的及び設置） 

第１条 地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、

あきる野市健康づくり市民推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 健康づくりを推進するための地区組織づくりに関すること。 

（２） 健康づくり事業を推進するための調査及び研究に関すること。 

（３） 食生活改善料理講習会、生活習慣病予防講習会等の開催及び健康スポーツ等

の普及に関すること。 

（４） 健康づくりのために実施する啓発活動及び行事への協力に関すること。 

（５） その他市長が必要と認める事項 

（平２４通達３２・一部改正） 

（組織） 

第３条 委員会は、町内会長及び自治会長から推薦を受けた委員をもって組織する。 

（委嘱） 

第４条 委員は、市長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

（謝礼） 

第６条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。 

（役員） 

第７条 委員会に、次に掲げる役員を置く。 

（１） 会長 １人 

（２） 副会長 ２人 

（３） 理事 ５人以内 

（４） 幹事 １８人以内 

２ 役員は、委員の中から互選する。 

（平２４通達３２・一部改正） 

（役員の職務） 

第８条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 理事及び幹事は、委員会に提出する議案その他重要な事項について協議する。 

（会議） 

第９条 会議は、委員会、役員会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、会長が

会議の議長となる。 

２ 前項の役員会は、役員をもって組織し、理事会は、幹事を除く役員をもって組織す

る。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことが

できる。 

（その他） 
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第１０条 委員会は、あきる野市健康づくり推進協議会との連携を図り、事業を推進す

るものとする。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

（平９通達３２・平２０通達２４・一部改正） 

附 則（平成９年通達第３２号） 

この要綱は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成２０年通達第２４号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年通達第３２号） 

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市健康づくり市民推進委員会設

置要綱の規定は、 

平成２４年４月１日から適用する。 
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 めざせ健康あきる野２１（第一次）推進活動 

平成１９年度から平成２９年度までの１１年間で展開された主な推進活動と市民

アンケート調査結果をまとめました。 

展開された主な推進活動 

 

○あきる野市健康づくり推進協議会 

 

第一次推進活動当初より、めざせ健康あきる野２１推進活動について報告を受け、

推進体制の基盤づくりや活動へのアドバイスを行いました。また、各推進活動の周知

やイベントへの従事などに協力しました。 

 

 

 

  



資料編 

117 

 

○あきる野市健康づくり市民推進委員会 

 

 平成７年に発足以来、町内会・自治会長の推薦によって選出され、市民感覚を取り

入れた市民に身近な健康づくり活動を、地域の各組織の協力体制を得ながら実施して

きました。多くの委員が第一次健康増進計画の策定に参加するとともに、平成１９年

度から「ふれあい いきがい 元気なまち」の実現に向け、委員活動に取り組みました。 

 

 

 

  

委員数（６期委員の委嘱数：任期開始時の人数）延べ７７６人 

期 任 期 推進委員数 

6 18～19年度 123 

7 20～21年度 128 

8 22～23年度 127 

9 24～25年度 134 

10 26～27年度 133 

11 28～29年度 131 

合計 776 

 

  

「健康のつどい」を企画・運営 
地域イキイキ元気づくり事業 

～レクリエーションで体と頭の体操～ 

  
広報委員会 

～年１回 広報紙『健康づくり』を発行～ 

各種健康講座 

～町内会の活動で料理教室等を開催～ 
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○めざせ健康あきる野２１推進会議 

 

「めざせ健康あきる野２１推進会議」として毎月１回会議を開き、市民が２１推進

会議メンバーとなって全体活動及び班活動の事業を展開しました。 

班活動は、健康情報の発信と健康意識の向上を目的に活動する「周知班」、食から

健康づくりを行う「食育推進班」、健康づくりに大切な運動をウォーキングを通して手

軽に実行してもらうための「ウォーキング班」、子育て世代の健康づくりを推進する「子

育てチーム」の４つの活動班ですすめました。 

 

＜全体活動＞ 講演会や記念イベントを実施してきました。 
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～主な講演会～ 

年度 日程 テーマ 
講師 

（敬称略） 
会場 参加者 

19 11月 27日(日) 今からできるみんなの健康づくり 谷川真理 秋川キララホール 430人 

20 8月 30日(土) めざせ健康あきる野２１学校 
森野熊八 

柴田愛子 
秋川ふれあいセンター 300人 

〃 11月 15日(土) 
健康寄席あなたに贈る 

元気になれるおはなし 
立川談慶 キララホール 426人 

21 
3月 5日(木) 

3月 11日(水) 
高齢者向け講座「認知症を知ろう」 

小机敏昭 

植田宏樹 
五日市会館 

246人 

466人 

22 3月 22日(月) 健康ライブ「お笑い玉手箱」 
山崎邦正 

もう中学生他 
キララホール 581人 

23 
2月 11日(金) 

3月 5日(土) 
ワクワク☆ボランティアのすすめ 木村清一 

あきる野ルピア 

五日市ファインプラザ 

56人 

56人 

〃 9月 24日(土) 
よろこびを力に 

～あきらめない・頑張ることの大切さ～ 
有森裕子 秋川ふれあいセンター 125人 

24 3月 17日(土) 
有坂翔太のスマートレシピ 

～家族で楽しく料理が作れるお話～ 
有坂翔太 秋川ふれあいセンター 92人 

25 2月 24日(日) 

くわばたりえさんのおしゃべり広場 

「くわばた流子育て 

～子育てエピソードママの本音など～」 

くわばたりえ あきる野ルピア 188人 

～記念イベント～ 

年度 日程 イベント名 会場 参加者 

20 
3月 20日(金) 

       祝 

オリンピックムーブメント 

ふれあいウォーク 

浜口京子・アニマル浜口トークショー 

秋川駅周辺 

キララホール 

463人 

411人 

26 6月 21日(土) 
ふれあいウォーク第 60回記念イベント 

     めざせ健康あきる野 21まつり 
秋留台公園等 258人 

 1月 25日(日) ～金メダリスト岩崎恭子さんと一緒に歩こう！～ 
秋留野広場 

秋留台公園 
349人 

27 9月 12日(土) 
祝あきる野市制施行 20周年 

『みんなで歩こう！わが街の「味力」発見！？』 

秋留野広場 

他市内３コース 
164人 

28 3月 17日(土) 

めざせ健康あきる野 21推進会議 

10周年記念イベントイベント 

「みんなで楽しく元気に！ふれあいウォークラリー」 

五日市ファインプラザ 

増戸地区 
153人 
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＜班活動＞ ※平成２９年１月実施の「活動展示会」で発表した各班の活動紹介から抜粋 

 

周知班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多くの市民に広めるために、健康仮面のキャラクターでの周知、健康の木や健康川柳

で市民の参加を募る周知、各種イベントでのＰＲ活動などを行いました。 
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食育推進班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地産地消をめざし地元食材を利用した「簡単料理レシピ」を募集し、あきる野大賞

メニューなどを紹介する簡単料理レシピ講習会や出前講座を行いました。 
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ウォーキング班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「あきる野を楽しく歩いて健康づくり～２１日はふれあいウォークの日～」として始

めた「ふれあいウォーク」は、平成３０年３月で第８５回の開催となります。 
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子育てチーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関係機関と行政 

 

 

 

 

 

 

  

子育て世代が「つながる子育て」ができるよう、「育児相談ふれあい広場」の開催や

「るのキッズ」の発刊、がん検診でのお子さんのお預かりサービス「ちょこっとサポ

ート」などを行いました。 

子供にかかわる関係機関の活動として、 

一緒に行う学習会を立ち上げました。 
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第一次計画における市民アンケート調査結果 

概要 

対象者の抽出方法…住民基本台帳におけるあきる野市の地区、年齢、性別の人口比

率に合わせ、２０歳以上８０歳未満の市民３０００人を無作為抽出。 

 ベースライン調査 中間評価調査 最終評価調査 

調査時期 
平成２０年４月１日 

～平成２０年４月３０日 
平成２３年２月１日 

～平成２３年３月１日 
平成２９年４月１日 

～平成２９年４月３０日 

回収 

（回収率） 

１，４８７ 

（４９．６％） 

１，６３４ 

（５４．５％） 

１，６７２ 

（５５．７％） 

 

 

●世代共通 

区分 
めざす

姿 

成果 

目標 

行動 

目標 
対策 

市民アンケート調査  

アンケート内容 ベース 中間 最終 増減 

共
通 

世
代
を
超
え
た
交
流
が
で
き
る 

健
康
づ
く
り
支
援
の
た
め
の
環
境
整
備
を
す
す
め
る 

生
活
習
慣
病
等
疾
病
予
防 

 医師会、歯科医師会との 

連携 

 地域との連携 

 関係機関との連携 

 食育の推進 

過去一年間健康診断を受けた 75.2% 78.9% 83.4% 8.2% 

かかりつけ医がいる 68.0% 68.3% 70.1% 2.2% 

かかりつけ歯科医がいる 70.9% 72.1% 73.1% 2.2% 

地
域
ぐ
る
み
で
の
健
康
づ
く
り 

地域の行事に参加している 40.9% 43.0% 40.3% -0.6% 

健康づくり活動や福祉活動、子育て支援、 

スポーツ指導、防犯、環境などの 

ボランティア活動に参加している 

18.2% 19.4% 20.7% 2.5% 

上記活動に参加したいと思う 48.5% 48.1% 44.4% -4.1% 

いきがいを感じている 79.0% 78.6% 81.1% 2.0% 

参加したことのある「めざ

せ健康あきる野２１」の 

活動 

ふれあいウォーク - - 4.5% - 

講演会 - - 4.3% - 

簡単料理レシピ - - 1.4% - 

育児相談ふれあい広場 - - 1.2% - 

「めざせ健康あきる野２

１」の活動に参加したこと

で日々の生活の中で活用

しているもの 

ウォーキング - - 36.6% - 

簡単料理レシピの調理 - - 12.9% - 

めざせ健康あきる野２１を知っている  

（内容を知っている、多少知っている） 
13.9% 14.8% 18.7% 4.8% 

知っているもの 

「ふれあい いきがい 元

気なまち」 
- 55.3% 39.3% -16.0% 

キーワード「住民参画」 - 18.1% 11.2% -6.9% 

キーワード「協働」 - 10.5% 7.9% -2.6% 

健康仮面 - 11.0% 19.1% 8.2% 

ふれあいウォーク - 60.8% 69.0% 8.2% 

簡単料理レシピ募集 - 27.0% 29.7% 2.7% 

育児相談ふれあい広場 - 11.4% 13.9% 2.5% 

知らない 62.5% 52.3% 53.0% -9.5% 
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●子育て世代（２０～３９歳） 

区分 
めざす

姿 

成果 

目標 

行動 

目標 
対策 

市民アンケート調査 

アンケート内容 ベース 中間 最終 増減 

子
育
て
世
代 

安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る 

心
身
と
も
に
健
康
な
親
子
が
増
え
る 

親
子
で
健
康
を
育
む
生
活
習
慣
を
つ
く
ろ
う
～
よ
く
食
べ
、
よ
く
寝
て
、
よ
く
遊
ぼ
う
～ 

 朝食を毎日食べよう 

 遅くとも夜１０時までには 

寝よう 

 中学生 高校生は睡眠の 

大切さを知ろう 

 親が息抜きの時間を取ろう 

 テレビやビデオの視聴時間

テレビゲームで遊ぶ時間を

１～２時間程度にしよう 

 親子で戸外で過ごそう 

 適正に体重を管理しよう 

 健康な歯を守ろう 

 定期的な健康診断、 

歯科健診を受けよう 

 かかりつけ医、かかりつけ

歯科医をもとう 

 正しい知識のもとに 

予防接種を受けよう 

 災害時に備え、物品常備や

防災訓練、地域とのつなが

りをつくろう 

朝食を毎日摂取（記入者） 82.0% 81.4% 79.3% -2.7% 

朝食を毎日摂取（配偶者） 70.8% 77.1% 72.1% 1.3% 

朝食を毎日摂取（第１子） 89.3% 89.8% 91.4% 2.2% 

 就寝時間（記入者） 午後１０時前 6.4% 8.5% 5.9% -0.6% 

 午後１０～１１時前 15.9% 17.8% 21.2% 5.3% 

 午後１１時～午前０時前 37.3% 33.9% 35.1% -2.2% 

 午前０時～ 31.3% 35.6% 34.2% 2.9% 

 就寝時間（配偶者） 午後１０時前 6.9% 1.7% 7.2% 0.3% 

 午後１０～１１時前 12.4% 20.8% 20.3% 7.8% 

 午後１１時～午前０時前 25.8% 28.8% 32.9% 7.1% 

 午前０時～ 40.8% 40.3% 30.2% -10.6% 

 就寝時間（第１子） 午後１０時前 44.2% 43.6% 48.2% 4.0% 

 午後１０～１１時前 27.9% 25.0% 31.5% 3.6% 

 午後１１時～午前０時前 12.0% 14.8% 8.6% -3.5% 

 午前０時～ 3.9% 9.3% 8.6% 4.7% 

適度な息抜きができている（記入者） 73.8% 76.3% 73.9% 0.1% 

適度な息抜きができている（配偶者） 62.2% 71.2% 73.9% 11.6% 

家族で戸外で遊ぶ   

（多い･ある程度遊ぶ） 
45.1% 36.0% 45.1% -0.1% 

家族の体重を定期的にチェック   

（できている・ある程度できている） 
54.0% 54.3% 55.8% 1.8% 

生活習慣は 100点満点中何点か（記入者平均） 65.6点 66.2点 63.4点 -2.2点  

生活習慣は 100点満点中何点か（配偶者平均） 64.4点 68.1点 66.4点 2.0点  

生活習慣は 100点満点中何点か（第１子平均） 78.0点 79.6点 79.3点 1.3点  

夫
婦
・親
子
・地
域
や
職
場
で
安
心
し
て
つ
な
が
る
子
育
て
が
で
き
る 

つ
な
が
る
子
育
て
～
ぶ
ど
う
の
よ
う
に
～
つ
な
が
ろ
う
・つ
な
げ
よ
う
・子
育
て
のW

a 

 妊娠期から親となる心の 

準備をし、子育てを夫婦で

協働しよう 

 子どもの成長・発達を確認

する場を持ち、子どもの個

性を受けとめ子どもにあっ

たかかわりをしよう 

 親子でふれあう食卓の回数

が増えるようにしよう 

 身近に子育てをする仲間や

地域の人とふれあう場を持

とう 

 相談先を持ち、また子育て

支援サービスを活用できる

ようにしよう 

 子どもが安全でまた豊かな

遊びのできる環境づくりを進

めよう 

家庭で・給食で・外食で食卓

に地域でとれた食材の利用

を進めよう 

 子育て世代と子どもをサポ

ートする人々が、お互いの

認識の違いを理解し、お互

い役割を持ち、地域ぐるみ

の子育てをしよう 

 子育てに関わるグループや

各機関のネットワークを 

広げよう 

 医療との結びつきを持ち、

安心した医療体制を持つよ

うにしよう 

 働くパパ・ママがつながる子

育てができるようにしよう 

子育てに満足している 

（大いに満足している、ある程度満足） 
81.5% 81.8% 82.5% 0.9% 

子育てに関する最近１ヶ月の心境 

（とても良い・良い） 

 

 父親 

65.2% 71.2% 72.5% 7.3% 

子育てに関する最近１ヶ月の心境 

（とても良い・良い） 

 

 母親 

66.0% 66.5% 72.9% 6.9% 
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●働き盛り世代（４０～５９歳） 

区分 
めざす

姿 

成果 

目標 
行動目標 対策 

市民アンケート調査 

アンケート内容 ベース 中間 最終 増減 

働
き
盛
り
世
代 

心
身
と
も
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
生
活
で
き
る 

自
分
は
健
康
だ
と 

思
え
る
人
を
増
や
す 

自分にあった健康維持・増進のための 

方法をみつける 

自分の健康状態を健康と思う 84.6% 83.9% 84.2% -0.4% 

過去一年間健康診断を受けた 78.0% 79.7% 84.4% 6.5% 

かかりつけ医がいる 66.5% 61.8% 60.2% -6.4% 

かかりつけ歯科医がいる 70.4% 68.3% 71.5% 1.1% 

ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て 

い
る
人
を
減
ら
す 

休養が充分とれている人を増やす 休養をとれているか 

充分とれている 12.7% 14.7% 15.9% 3.2% 

まあとれている 46.4% 43.6% 46.1% -0.3% 

自分にあったストレス解消法をみつける  自分にあったストレス解消法がある 73.0% 70.7% 70.8% -2.2% 

健
康
的
な
生
活
習
慣
を
持
つ
人
を
増
や
す 

食事によく気をつけている人を増やす 

食事の量は適量 90.1% 90.0% 87.3% -2.8% 

食事を共にする家族･友人がいる 92.7% 92.8% 93.0% 0.3% 

食事には十分な時間を取っている 73.7% 76.7% 75.3% 1.7% 

自分にとって適切な食事の内容･量を知っている 82.1% 80.7% 83.1% 1.0% 

現在の食事をどう思うか 

大変良い･良い 63.3% 57.2% 63.0% -0.3% 

少し問題･問題が多い 35.8% 42.4% 36.2% 0.4% 

運動やスポーツを積極的にしている人を 

増やす 

運動の量は適量 28.7% 26.1% 27.9% -0.8% 

運動を共にする家族･友人がいる 46.7% 41.4% 41.7% -4.9% 

運動には十分な時間を取っている 21.0% 16.5% 20.3% -0.6% 

自分にとって適切な運動の内容･量を知っている 46.0% 41.2% 46.9% 0.9% 

過去１年間に１回３０分以

上週２回以上の運動やス

ポーツの実施 

している 23.1% 20.5% 20.1% -3.0% 

時々している 21.2% 20.9% 23.7% 2.6% 

どのような運動･スポーツ

をしたか 

ウォーキング･散歩 - 67.4% 67.4% 0.0% 

屋内運動 - 18.0% 27.1% 9.1% 

屋外運動 - 15.2% 17.4% 2.1% 

今後行いたい運度やスポ

ーツ 

ウォーキング･散歩 - 62.0% 51.6% -10.4% 

屋内運動 - 16.3% 20.1% 3.8% 

屋外運動 - 8.2% 8.9% 0.7% 

家族と一緒に運動やスポ

ーツ 

積極的にしている 2.6% 2.0% 2.3% -0.3% 

ときどきしている 14.3% 12.0% 11.6% -2.7% 

熟睡感がいつもある人を増やす 起床の際の熟睡感  いつも・時々ある 63.7% 58.9% 57.3% -6.4% 

タバコを吸っている人を減らす 

たばこを吸う 26.6% 23.3% 23.7% -2.8% 

吸っていたがやめた 12.3% 16.1% 14.4% 2.1% 

毎日飲酒する人を減らす お酒を毎日飲む 21.2% 20.5% 18.6% -2.6% 
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●高齢者世代（６０歳～） 

区分 
めざす

姿 

成果 

目標 
行動目標 対策 

市民アンケート調査 

アンケート内容 ベース 中間 最終 増減 

高
齢
者
世
代 

仲
間
を
つ
く
り
、
地
域
を
つ
く
る
高
齢
者
を
め
ざ
し
て 

信
頼
で
き
る
仲
間
を
持
つ 

高
齢
者
を
増
や
す 

 話せる場・集まれる場を全地区につくる 

 地域の施設を利用する高齢者を増やす 

 体験や特技をいかせる場を増やす 

会うと落ち着き、安心できる人がいる 76.0% 82.3% 78.1% 2.1% 

気持ちが通じ合う人がいる 79.1% 84.2% 80.4% 1.3% 

日頃評価し認めてくれる人がいる 73.0% 79.0% 77.0% 4.0% 

地
域
で
役
割
を
持
つ
高
齢
者
を
増
や
す 

 地域で活動する高齢者を増やす 

 体験や特技を伝える場を増やす 

 高齢者支援活動に参加する高齢者を 

増やす 

 子育て活動を支援する高齢者を 

増やす 

 健康づくり活動に参加する高齢者を 

増やす 

困った時に手助けをしてくれる人がいる 81.0% 86.1% 85.3% 4.3% 

地域の行事に参加  よく参加･時々参加 51.3% 54.3% 50.3% -1.1% 

健康づくり活動や福祉活動、子育て支援、スポー

ツ指導、防犯、環境などのボランティア活動に参加

している、時々参加している 

24.2% 26.7% 28.8% 4.5% 

  上記活動に参加したいと思う、ある程度参加し

たい 
49.6% 52.2% 49.1% -0.5% 

元
気
な
高
齢
者
を
増
や
す 

 かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持つ

高齢者を増やす 

 自分の健康状態を把握している高齢者

を増やす 

 適度な運動と、睡眠や休養を充分とって

いる高齢者を増やす 

 身体の状態や、体調にあった食生活が

できる高齢者を増やす 

 外出する高齢者を増やす 

 好奇心を持つ高齢者を増やす 

かかりつけ医がいる 79.1% 80.9% 82.8% 3.7% 

過去一年間健康診断を受けた 77.1% 84.7% 86.5% 9.4% 

過去１年間に１回３０分

以上週２回以上の運動

やスポーツの実施 

している 28.9% 37.6% 43.3% 14.4% 

時々している 22.7% 23.1% 23.7% 1.1% 

休養をとれているか 

充分とれている 35.9% 40.0% 39.3% 3.4% 

まあとれている 46.5% 43.8% 46.0% -0.5% 

いきがいを感じている 78.1% 81.9% 82.6% 4.5% 
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 第二次計画策定経過 

日程 内容 

平成２７年 
１１月２５日 

第２回あきる野市健康づくり推進協議会 
・第二次計画策定と第一次計画の評価及びスケジュール案について 

平成２８年 
３月２３日 

第３回あきる野市健康づくり推進協議会 
・めざせ健康あきる野２１ 評価と第二次計画について 

７月２０日 
第１回あきる野市健康づくり推進協議会 
・策定検討委員会の設置について 
・第二次計画策定に伴うベースラインアンケートの実施について 

１１月１日～３０日 
めざせ健康あきる野２１二次計画策定に伴うベースラインアンケート実施 
・平成２８年４月１日現在、２０歳以上の市民で無作為抽出した 

３，０００人に実施 

１２月１６日 
健康づくり市民推進委員会 第２回役員会 
・これまでの推進委員会活動のまとめ（成果と課題）の検討 

１２月２２日 
第２回あきる野市健康づくり推進協議会 
・めざせ健康あきる野２１第二次計画策定に伴うベースラインアンケー

トの実施状況について 

平成２９年 
１月１６日～２０日 

めざせ健康あきる野２１推進会議活動展示会 
・市役所１階コミュニティーホールにてめざせ健康あきる野２１推進会

議 １０年間の活動についてのまとめを展示 

２月２４日 
めざせ健康あきる野２１推進会議ワーキンググループ会議 
・めざせ健康あきる野２１推進会議の活動の振り返り 

３月２３日 
第３回あきる野市健康づくり推進協議会 
・「めざせ健康あきる野２１」計画策定について（二次計画策定に伴う
ベースラインアンケート結果について報告） 

４月４日～３０日 
めざせ健康あきる野２１計画の最終評価に係るアンケート実施 
・平成２９年１月１日現在、２０歳以上８０歳未満の市民で無作為抽出

した３，０００人に実施 

５月２５日 

第１回あきる野市健康増進計画策定検討委員会 
・あきる野市健康増進計画（第二次）の策定概要 
・第一次計画最終評価アンケート結果の中間報告について 
・第二次計画骨子、ベースラインアンケートの結果について 

７月２６日 
第２回あきる野市健康増進計画策定検討委員会 
・第二次計画の目標及び取組について 
・計画書の構成について 

１１月８日 
第３回あきる野市健康増進計画策定検討委員会 
・計画書案について 

平成２９年１１月３０日現在 
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